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Ⅰ はじめに 

１．証憑保存機能について  
当マニュアルでは、電子帳簿保存法（電子取引、スキャナ保存）に対応している次の 

ＴＫＣ会計システムの「証憑保存機能」について説明します。 

(1) ＦＸ２シリーズ 

行 システム名 

1 ＦＸ２ 

2 ＦＸ２個人事業用 

3 ＦＸ農業会計 

4 ＦＸ農業会計個人事業用 

5 ｅ21まいスター 

6 ｅ21まいスター個人事業用 

7 ＭＸ２ 

8 ＤＡＩＣ２ 

9 社会福祉法人会計データベース(H23年基準版) 

10 公益法人会計データベース(H20年新基準版) 

11 公益法人会計データベース（H16年改正版） 

12 公益法人会計データベース(S60年旧基準版)  

13 学校法人会計データベース(H25年基準版) 

14 ＮＰＯ法人会計データベース(H23年基準版) 

15 ＮＰＯ法人会計データベース 

16 宗教法人会計データベース 

(2) ＦＸクラウドシリーズ 

行 システム名 

1 ＦＸ２クラウド 

2 ＦＸ２クラウド（個人用） 

3 ＦＸまいスタークラウド 

4 ＦＸまいスタークラウド（個人用） 

5 ＦＸ２クラウド農業会計 

6 ＦＸ２クラウド農業会計（個人用） 

7 ＭＸ２クラウド 

8 ＤＡＩＣ２クラウド 

(3) ＦＸ４クラウドシリーズ 

行 システム名 

1 ＦＸ４クラウド 

2 ＦＸ４クラウド（社会福祉法人会計用） 

3 ＦＸ４クラウド（公益法人会計用） 

4 ＭＸ３クラウド 

5 ＤＡＩＣ３クラウド 

 

  



2 

 

 

２．証憑保存機能の保存対象データと用語の定義について  
(1) イメージデータ 

①証憑保存機能は、証憑の「スキャナ保存」及び「電子取引データの電子保存」に対応

しています。 

②証憑の登録は、スキャナによるスキャンにより行うほか、別途作成、受領したＰＤＦ

ファイル等を登録することができます。こうしたファイルは、「画像（イメージ）」に

より構成されていることから、「スキャナ保存」及び「電子取引データの電子保存」

により保存するファイルを、以降「イメージデータ」と呼称します。 

(2) ペポル及びペポルインボイス 

①令和５年１０月からインボイス制度が導入され、消費税の仕入税額控除を受けるため

には適格請求書等の保存が必要になります。この適格請求書等は、紙の他、電子デー

タ(デジタルインボイス)でのやり取りも可能です。 

②このデジタルインボイスのうち、標準化されたフォーマットに基づき、ペポルネット

ワークを介して送受信されるデジタルインボイスを、「ペポルインボイス」（うち、仕

入れに関係するペポルインボイスを「仕入インボイス」、売り手から送られてきたペ

ポルインボイスの明細書を「仕入明細書」）と呼称します。 

③また、ペポルネットワーク及びペポルインボイスを総称して「ペポル」と呼称します。 

④ペポルインボイスは構造化されたデータであるため、ＰＤＦ等のイメージデータと比

較し、少ない容量での保存が可能です。 

⑤証憑保存機能では、ペポルの利用申請後、仕入インボイス及び仕入明細書の受信を可

能としています。 
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Ⅱ 共通操作 

１．証憑保存機能の起動 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

ＴＫＣ会計システムのメニュー「証憑保存」を起動し、「システム設定・運用管理」

の「ユーザ」で登録した「ユーザＩＤ」と「パスワード」を入力してください。 

なお、ＴＫＣ会計システムにログイン中のユーザＩＤとパスワードを証憑保存機能に

登録しておくと、ログイン画面は表示されません。 
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２．共通操作  
(1) 各メニューの画面上部の「メニュー」をクリックすると「システム設定・運用管理」

のメニュー一覧に戻ります。 

 

 

 

 

(2) 画面右上の  をクリックすると次のメニューが表示されます。 

 
①レベルアップ内容 

  レベルアップ内容解説書をＰＤＦファイルでダウンロードできます。 

②マニュアル 

証憑保存機能のシステム利用マニュアル（当マニュアル）をＰＤＦファイルでダウ

ンロードできます。 

③バージョン情報 

証憑保存機能の版数を確認できます。 

④利用状況  

今月の証憑（書類）の保存枚数、領収書等ＡＩ読取りオプションの利用枚数（「領

収書等ＡＩ読取りオプション」をご利用の場合）等を確認できます。 

⑤解説動画 

  証憑保存機能の操作方法を解説する動画及びマニュアル等を確認できます。 

⑥パスワード変更 

パスワードを変更できます。 

 ⑦ＴＫＣ証憑保存ツールのインストール 

   電子取引データをブラウザの「印刷」操作で保存できる「ＴＫＣ証憑保存ツール」

をインストールします。詳細は、当マニュアルのⅥ「ＴＫＣ証憑保存ツール」の１．

「インストール」を参照ください。 

⑧スマートデバイス設定（スマートデバイスを利用するユーザIDのみ） 

スマートデバイス用のアプリを利用する際の設定で使用します。 

詳細は、当マニュアルのⅦ「スマートデバイスでの利用」の１．「初期設定」を参

照ください。 

⑨ログアウト 

ログアウトします。 
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Ⅲ システム設定・運用管理 

１．各メニューの説明 

＜ 画面 ＞ 

 
利用開始時の事前設定を行います。 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) タイトルバー 

 
 ①メインメニュー 

   書類の保存・閲覧画面（「売上関係の書類」「仕入・経費関係の書類」「その他の書

類」）、「全書類」、「保存申請中の書類の確認」、「承認」を開くことができます。 

 ②システムＱ＆Ａ 

   システムＱ＆Ａには、問い合わせが多い質問に対する回答等を適宜掲載しています

ので、ご確認ください。 

(2) サイドメニュー 

 
各サイドメニューには、次のメニューを配置しています。 

行 サイドメニュー メニュー名 

１ 会社情報 ①会社 

②事業年度 

２ 連携システム ①取引内容の連携システム 

②取引内容の読込みレイアウト 

３ 書類の設定 ①承認経路 

②書類の分類 

③記録項目 

④記録項目の選択（書類の分類と記録項目の紐づけ） 

 



6 

 

⑤書類の種類 

⑥業務分類（書類の種類ごとの処理権限） 

４ ユーザ情報・端末管理 ①メニュー権限 

②セキュリティポリシー 

③ユーザ 

④端末管理 

５ 運用支援 ①保存書類の確定 

②書類の種類の変更 

③未保存の書類の確認 

④取引内容の読込み 

⑤取引内容の切出し 

⑥操作ログ 

⑦検証 

 ①会社情報 

  1)会社 

会社名を確認し、必要に応じて修正します。ペポルの利用申請も当メニューから

行えます。 

2)事業年度 

事業年度単位で書類を検索する場合、事業年度を登録、修正します。 

②連携システム 

1)取引内容の連携システム 

記録項目の内容が格納されたＣＳＶファイルを切り出すシステムを登録するメニ

ューです。記録項目の内容をＣＳＶファイルで読み込まない場合は、当メニューの

登録は不要です。 

  2)取引内容の読込みレイアウト 

取引内容を読み込むＣＳＶファイルのどの列のデータをどの記録項目に読み込ま

せるかを設計するメニューです。 

 ③書類の設定 

  1)承認経路 

    書類の保存する際に承認を要する場合は、「承認者」を当メニューから登録しま

す。 

2)書類の分類 

領収書や請求書といった「書類の種類」の分類を登録するメニューです。 

※「書類の種類」は、実際の書類名などを登録します。「書類の分類」は、「書類の

種類」をグループでまとめるためのものです。これにより、同じ属性の書類を検

索する際に、「書類の分類」を指定することで、まとめて検索できます。 

3)記録項目 

保存した画像の検索で使用する項目（記録項目）を登録するメニューです。なお、

次の項目は、初期登録されています。 

a)取引年月日 b)電話番号 c)事業者登録番号 d)取引先名 e)取引金額 

f)消費税等 g)税率別の取引金額、消費税等、元帳摘要 h)証憑番号 i)品名 

4)記録項目の選択（書類の分類と記録項目の紐づけ） 

「書類の分類」ごとに記録項目を選択するメニューです。 

※「書類の種類」は、実際の書類名などを登録するため、「書類の種類」ごとに選

択できるようにしてしまうと、書類の検索で、「書類の分類」を指定した際に、

検索する記録項目で不整合が生じる可能性があります。そのため、「書類の分類」

ごとに選択していただくようにしています。 

5)書類の種類 
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スキャン等で保存する実際の書類名を登録するメニューです。 

6)業務分類（書類の種類ごとの処理権限） 

「書類の種類」の閲覧権限、書類の差替え権限、書類の削除権限を登録するメニ

ューです。 

 ④ユーザ情報・端末管理 

1)メニュー権限 

システム設定・運用管理の各メニューを使用できる権限を登録するメニューです。 

2)セキュリティポリシー 

パスワードの文字数やロックアウトの回数などを登録するメニューです。 

3)ユーザ 

証憑保存機能の利用者を登録するメニューです。 

4)端末管理 

証憑保存機能を利用するために環境設定された端末（クライアント証明書がイン

ストールされている端末）を確認するメニューです。 

 ⑤運用支援 

1)保存書類の確定 

書類の削除、書類の差替え、取引内容の編集を不可とする書類を指定するメニュ

ーです。確定済みの書類の解除も当メニューで行えます。 

2)書類の種類の変更 

保存済みの書類を別の「書類の種類」に移し替えを行うメニューです。 

3)未保存の書類の確認 

スキャン又はファイル読み込み後、保存されていない書類を確認するメニューで

す。上記の状態の書類が保存不要な書類の場合、その書類の削除も当メニューで行

えます。 

4)取引内容の読込み 

他のシステムで切り出された取引内容が格納されたＣＳＶファイルを読み込むメ

ニューです。 

5)取引内容の切出し 

証憑保存機能に保存された取引内容をＣＳＶファイルとして切り出すメニューで

す。 

6)操作ログ 

操作ログを確認するメニューです。 

7)検証 

全ての画像にタイムスタンプが付与されているかを一括で確認できるメニューで

す。また、各画像の解像度、階調、用紙サイズの確認も行えます。 
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２．書類の分類と種類について 
(1) 「書類の分類」と「書類の種類」について 

①スキャン又は撮影する「書類」は、下図のようにどの「書類の種類」に属するか選択

して保存し、さらに「書類の種類」は「書類の分類」によりグルーピングされます。 

 

書類の分類 

 

書類の種類 

 

 

 

書類 

 

 

 

 

 

 

②「書類の分類」と「書類の種類」の相違点等は次のとおりです。 

項目 相違点等 

書類の分類 ①後述する「記録項目（書類検索時に使用する取引年

月日、取引先名など）」は、この「書類の分類」に対

して設定します。 

②書類の選択時、「書類の分類」を指定して検索できま

す。 

書類の種類 ①「書類の種類」に対して「記録項目」は指定できま

せん。「書類の種類」が属する「書類の分類」の「記

録項目」を引き継ぎます。 

②「書類の種類」ごとに保存・閲覧の権限を付けるこ

とができます。 

③書類の選択時、「書類の種類」を指定して検索できま

す 

③書類ごとに閲覧等の権限を分けるか、書類をグルーピングして検索する必要があるか

などにより、「書類の分類」と「書類の種類」をどのように登録するかを検討してく

ださい。なお、検討する際には、現在、紙の証憑をどのように分類しファイリングし

ているかを考慮することをお勧めします。 

領収書（本店） 領収書（Ａ支店） 請求書（本店） 請求書（Ａ支店） 

領収書 請求書 

「書類の種類」を選択してシステムに保存 
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(2) 登録例 

①「書類の種類」ごとに、保存、閲覧等の権限を付ける必要がない場合 

書類の分類 書類の種類（スキャン等の際に選択） 

領収書 領収書 

請求書 請求書 

書類の内容に応じた権限を設定する必要がない場合は、「書類の分類」と「書類の

種類」には同じ名称を登録します。 

②「書類の種類」ごとに、保存、閲覧等の権限を付ける場合（必要に応じ役職ごと） 

書類の分類 書類の種類（スキャン等の際に選択） 

売上 注文書 

仕入 見積書 

納品書 

請求書（仕入） 

経費 領収書 （立替払い（社長用）） 

レシート（立替払い（社長用）） 

領収書 （立替払い） 

レシート（立替払い） 

領収書 （現金支払い） 

レシート（現金支払い） 

請求書（経費） 

従業員が社長の領収書を閲覧できないようにしたいなど、人ごとに権限を分けたい

場合、「書類の種類」を社長用と従業員用に区別して登録します。 

③「書類の種類」ごとに、保存、閲覧等の権限を付ける場合（支店ごと） 

書類の分類 書類の種類（スキャン等の際に選択） 

領収書 領収書（本店） 

領収書（Ａ支店） 

請求書 請求書（本店） 

請求書（Ａ支店） 

支店ごとに分けたい場合、「書類の種類」を支店ごとに区別して登録します。 

(3) その他、ＯＣＲ読み取り設定やＴＫＣ自計化システムとの連携内容、保存対象とする

書類に応じ、次の内容も考慮してください。 

①取引内容をＯＣＲ読み取りする書類と読み取らない書類が混在する場合 

一つの種類の書類であっても、「書類の種類」を分けて登録します。 

②ＴＫＣ自計化システムと連携する場合 

一つの種類の書類であっても、次のような場合は「書類の種類」を分けて登録しま

す。 

1)仕訳計上対象（受信対象）とする書類と対象としない書類を分ける場合 

2)仕訳補正の内容を学習する単位を分けたい場合（補正内容の学習は「書類の種類」

単位で行います） 

③スキャナ保存に基づく書類と電子取引データに該当する書類が混在する場合 

一つの種類の書類であっても、「書類の種類」を分けて登録します。 

④ＣＳＶファイルで取引内容を読み込む書類と読み込まない書類が混在する場合 

  一つの種類の書類であっても、「書類の種類」を分けて登録します。 
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３．ユーザＩＤの登録にあたって 
(1) 「業務分類」「メニュー権限」と「ユーザＩＤ」について 

各ユーザＩＤの登録時、「業務分類」と「メニュー権限」を紐づけします。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 「業務分類」について 

「書類の種類」に対して、保存・閲覧のいずれを許可するかといった権限を付けるこ

とができます。例えば次のような登録を想定しています。 

＜登録例１＞ 

行 業務分類名 用途 

1 営業担当者用 売上に関する書類（見積書等）のうち、自

ら保存した書類を閲覧する権限 

2 営業責任者用 売上・仕入に関する全ての書類（請求書、

領収書等）を閲覧する権限 

3 工場長用 仕入に関する書類（請求書等）を保存・閲

覧する権限 

4 経理部用 全ての書類の閲覧や削除・訂正できる権限 

5 〇〇税理士事務所用 全ての書類を閲覧する権限 

6 税務調査官用 全ての書類を閲覧する権限 

 

＜登録例２＞ 

行 業務分類名 用途 

1 東京本社・営業担当者用 東京本社の営業担当者が自ら保存した支払

依頼書（立替払い・東京本社分）・（請求

書・東京本社分）のみを閲覧する権限 

2 東京本社・営業責任者用 東京本社の営業責任者が東京本社の営業担

当者が保存した全ての書類を閲覧する権限 

3 宇都宮支店・営業担当者用 宇都宮支店の営業担当者が自ら保存した支

払依頼書（立替払い・宇都宮支社分）・（請

求書・宇都宮支社分）のみを閲覧する権限 

4 宇都宮支店・営業責任者用 宇都宮支店の営業責任者が宇都宮支店の営

業担当者が保存した全ての書類を閲覧する

権限 

5 経理部用 全ての書類の閲覧や削除・訂正できる権限 

6 〇〇税理士事務所用 全ての書類を閲覧する権限 

7 税務調査官用 全ての書類を閲覧する権限 

(3) 「メニュー権限」について 

システム設定・運用管理のメニューごとに更新・参照の権限を付けることができます。

例えば次のような登録を想定しています。 

＜登録例１＞ 

行 メニュー権限名 用途 

1 管理者用 全メニューを更新・参照する権限 

業務分類 
(0003)経理部用 
 
メニュー権限 
(9001)管理者用 
 

業務分類 
(0004)税理士用 
 
メニュー権限 
(9002)税理士用 
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2 〇〇税理士事務所用 全メニューを参照する権限 

3 税務調査官用 運用管理のメニューのみを参照する権限 

 

＜登録例２＞ 

行 メニュー権限名 用途 

1 経理部用 全メニューを更新・参照する権限 

2 システム管理者用 運用管理のメニューのみを更新・参照する

権限 

3 〇〇税理士事務所用 全メニューを参照する権限 

4 税務調査官用 運用管理のメニューのみを参照する権限 
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４．会社 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

当メニューでは、会社名、法人番号及び適格請求書発行事業者の登録番号の修正を行

います。なお、ペポルインボイスを利用しない場合は、法人番号及び適格請求書発行事

業者の登録番号を登録する必要はありません。 

(2) 「会社名」は、全半角３０文字で登録できます。 

(2) 「法人番号」は、半角数字１３桁で登録できます。なお、「法人番号」を登録すると、

下図のペポルインボイスの請求書（ＴＫＣ独自に定義した請求書のイメージ）の「法人

番号」欄に自社の法人番号が自動表示されます。 

 
 

(3) 「適格請求書発行事業者の登録番号」は、「T」＋半角数字１３桁で登録できます。 

(4) 「ペポルの利用申請」ボタン 

当ボタンにより、ペポルアクセスポイントの利用申請及び「ペポルＩＤ」（ペポルイ

ンボイスの送信先及び受信元を識別するアドレス）の登録を申請できます。手順は次の

とおりです。 

 ①メールアドレスの入力 
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  1)利用手続きを行うご担当者のメールアドレスを入力し、「ペポルインボイス送受信

サービス利用規約」をご確認のうえ、「利用規約に同意します」にチェックを付け

てください。その後、[申請手続き開始]ボタンをクリックしてください。 

 
2)入力したメールアドレス宛に、申請手続きのＵＲＬを送信します。メールに記載さ

れたＵＲＬをクリックすると、「会社情報の入力」画面が表示されます。証憑保存

機能にログインしていない場合は、証憑保存機能のログイン画面が表示されますの

で、ログイン後、利用開始手続きを継続してください。 

 ※ＵＲＬの有効期限はメールが届いてから３０分以内です。有効期限が過ぎたＵＲ

Ｌから証憑保存機能にログインした場合はエラーが表示されます。お手数ですが、

[ペポルの利用申請]ボタンから再申請くださいますようお願いします。 

 ②会社情報の入力 

1)ペポルインボイスを利用する会社情報を入力してください。入力後、[次へ]ボタン

をクリックしてください。 

行 入力項目 備考 

1 ペポルＩＤ ①「法人番号」又は「適格請求書発行事業者の

登録番号」を入力します。 

②省略不可 

2 会社名等（氏名又は名

称） 

①法人の場合は法人名、個人の場合は代表者名

等を入力します。 

②省略不可 

3 Peppol Directoryで登録

情報を公開しない 

 

4 電話番号 ①「管理者」の電話番号を入力します。 

②省略不可 

5 公式ホームページ 公式ホームページのＵＲＬを入力します。 

6 部署名 「管理者」の部署名を入力します。 

7 役職名 「管理者」の役職を入力します。 

8 氏名 ①「管理者」の氏名を入力します。 

②省略不可 

9 フリガナ ①「管理者」のフリガナを入力します。 

②省略不可 

10 メールアドレス  
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  2)入力内容を確認のうえ、[次へ]ボタンをクリックします。 

 
  3)続いて、ペポルインボイス送受信サービスの支払いに利用するクレジットカード情

報を登録する画面が表示されます。画面に従ってクレジットカードを登録してくだ

さい。 

  4)ペポルの利用申請完了後は、証憑保存機能でペポルインボイスの受信が可能となり
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ます。 

(5) [ペポルインボイス送受信サービスの支払方法] 

当ボタンにより、ペポルインボイス送受信サービスの支払に利用するクレジットカー

ド情報の登録・修正・削除が行えます。 

 
 ①[登録]ボタン 

   新規のクレジットカード情報を登録します。 

 ②[修正]ボタン 

   登録したクレジットカードの有効期限が変更された場合に、有効期限を修正できま

す。 

 ③[削除]ボタン 

  登録したクレジットカード情報を削除できます。 
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５．事業年度 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 当メニューは、「証憑番号を事業年度ごとに付番する場合」や「事業年度で範囲指定し

書類を検索する場合」に、ＴＫＣ会計システムから取得した事業年度を確認・修正しま

す。 

(2) 書類の検索時に事業年度で範囲指定し検索する場合は、「事業年度で書類を検索する機

能の利用」欄で「利用する」を選択します。 

(3) 当欄で「利用する」を選択すると次のように書類の検索機能の取引年月日の検索で事

業年度が指定できるようになります。 

 

 

 

(4) 事業年度は、次のとおり取得します。 

①次のシステムご利用の場合 

・ＦＸ２ 

・ＦＸ２個人事業用 

・ＦＸ農業会計 

・ＦＸ農業会計個人事業用 

・ｅ21まいスター 

・ｅ21まいスター個人事業用 

・ＭＸ２ 

・ＤＡＩＣ２ 

・社会福祉法人会計データベース(H23年基準版) 

・公益法人会計データベース(H20年新基準版) 

・公益法人会計データベース（H16年改正版） 

・公益法人会計データベース(S60年旧基準版) 

・学校法人会計データベース(H25年基準版) 

・ＮＰＯ法人会計データベース(H23年基準版) 

・ＮＰＯ法人会計データベース 

・宗教法人会計データベース 

・ＭＸ３クラウド 

・ＤＡＩＣ３クラウド 

1)上記のシステムをご利用の場合は、ホストシステムの決算月などの期間データを取

得し、事業年度を登録します。 



17 

 

2)なお、この事業年度の登録では、ホストシステムの最新の決算月などの期間データ

から１年先の期間を翌期の事業年度とみなして登録するようにしています。 

※ 自計化システムのご利用が初年度で、仕訳データが一度もホストシステムに伝送さ

れていない場合は、事業年度の一覧に何も表示されません。仕訳データをホストシ

ステムに伝送する前に、証憑保存機能の利用を開始する場合は、［期の変更］ボタン

の右に［事業年度登録］ボタンが表示されますので、当ボタンで事業年度を登録し

てください。 

 ②次のシステムをご利用の場合 

・ＦＸ２クラウド 

・ＦＸ２クラウド(個人用) 

・ＦＸまいスタークラウド 

・ＦＸまいスタークラウド(個人用) 

・ＦＸ２クラウド農業会計 

・ＦＸ２クラウド農業会計（個人用） 

・ＭＸ２クラウド 

・ＤＡＩＣ２クラウド 

・ＦＸ４クラウド 

・ＦＸ４クラウド（社会福祉法人会計用） 

・ＦＸ４クラウド（公益法人会計用） 

   上記のシステムの事業年度を取得し登録します。 

③証憑保存機能を初めてご利用する場合は、事業年度の期末年月日を必ずご確認くださ

い。期末年月日が異なる場合は、該当する事業年度を選択している状態で、［決算月変

更］ボタンを押し期末年月日を修正してください。また、第○期の情報が異なる場合

は、[期の変更]ボタンで登録されている期を変更してください。 

④決算月を変更した情報が、自計化システムからホストシステムに伝送されていない場

合は、決算月の変更前の期間が未登録の状態となります。このような場合は、該当す

る事業年度が選択されている状態で［決算月変更］ボタンを押し、事業年度の期末年

月日を修正してください。 
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６．取引内容の連携システム 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 各書類の取引内容をＣＳＶファイルから読み込む場合、そのＣＳＶファイルを切り出

す連携元のシステムを登録します。 

(2) [削除]ボタンにより、登録した連携システムを削除できます。ただし、すでに「書類

の種類」で「連携システム」として設定されている連携システムは削除できません。 

※ 現在設定されていなくても、過去に連携した履歴のある連携システムも削除できませ

ん。 

(3) 連携システムコードは、半角英数４文字まで入力できます。なお、小文字は入力でき

ません。 

(4) 連携システム名は、全半角３０文字まで入力できます。 

(5) 連携システムの登録時に、何行目のデータから読み込むかを指定します。 

(6) ＣＳＶファイルの年月日のデータ形式が次のいずれの形式であるかを選択します。 

①YYYYMMDD（例：20170401、20171231） 

②YYYY/MM/DD（例：2017/04/01、2017/12/31） 

③YYYY MM DD（例：2017 04 01、2017 12 31） 

④YY MM D（例：17 4 1、17 12 31）  
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７．取引内容の読込みレイアウト 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

連携システムごとに取引内容を読み込むＣＳＶファイルのどの列のデータをどの記録

項目に読み込ませるかを設計します。 

＜ レイアウト設計の手順 ＞ 

(1) 事前準備 

①レイアウト設計を行う連携システムが、メニュー「書類の種類」で選択されているか

ご確認ください。 

②実際に読み込むＣＳＶファイルをご用意ください。 

(2) 実際に読み込むＣＳＶファイルの読み込み（初めてレイアウト設計する場合のみ）連

携システムを選択し、［レイアウト設計］ボタンを押すと、次のファイル選択画面が開

きます。取引内容の読み込みの際に、実際に読み込むＣＳＶファイルを選択し、［読込

み］ボタンを押します。 

 
(3) レイアウトの設計 

①ファイル読み込み後、次の画面が表示されます。各記録項目の選択肢には、読み込ん

だファイルの列が表示されますので、各記録項目のデータが格納される列を選択しま

す。なお、読み込みが不要な記録項目がある場合は、省略を選択します。 
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②読み込むファイルのレイアウトに変更があった場合や上記②で誤ったファイルを読み

込んでしまった場合は、画面下の［ファイル再読込み］ボタンを押します。  
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８．承認経路 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 当メニューでは、書類を保存する際の「承認者」を登録します。 

(2) 承認経路コードは、半角英数４文字まで入力できます。なお、小文字は入力できませ

ん。 

(3) 承認経路名は、全半角３０文字まで入力できます。 

(4) ユーザを選択し、[>]ボタンをクリックすることで、当該ユーザを「承認者」に設定で

きます。「承認者」から外す場合は、[<]ボタンを押してください。なお、承認申請中の

場合は、「承認者」を外すことはできません。 

 

(5) 登録した「承認経路」の名称及び承認者を変更する場合は、［修正］ボタンを押します。 

(6) ［削除］ボタンで、登録した「承認経路」を削除できます。なお、承認申請中の場合

は「承認経路」を削除できません。 

(7) なお、イメージデータへのタイムスタンプの付与について、承認を要する書類の場合

は、承認後にタイムスタンプを付します。タイムスタンプを付した後は、取引内容の修

正（「書類の種類」の変更含む）および書類の削除が行えませんのでご注意ください。 
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９．書類の分類 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 当メニューでは、「書類の分類」を登録します。 
※ 「書類の種類」は、実際の書類名などを登録していただくため、「書類の分類」は、

「書類の種類」をグループでまとめるためのものです。これにより、同じ属性の

書類を検索する際に、「書類の分類」を指定することで、その分類に属する「書類

の種類」をまとめて検索できます。 

※登録した「書類の分類」は一覧画面の一番下に表示されます。 

(2) 書類の分類コードは、半角英数４文字まで入力できます。なお、小文字は入力できま

せん。 

(3) 書類の分類名は、全半角１５文字まで入力できます。 

(4) 「書類の分類」を「売上関係の書類」「仕入・経費関係の書類」「その他の書類」の３

つへ区分できます。書類の保存・閲覧画面の各メニュー（「売上関係の書類」「仕入・経

費関係の書類」「その他の書類」）の表示対象を、この区分により出し分けることができ

ます。区分の内容は次のとおりです。 

 ①売上関係の書類 

   自社が発行した請求書の控えなど、売上に関する書類の分類の場合に選択します。 

  1)受信した仕入明細書を保存できるのは、「売上関係の書類」と設定された「書類の

分類」と関連する「書類の種類」です。 

  2)受信した仕入明細書を保存している書類については、区分を変更できません。 

 ②仕入・経費関係の書類 

   受領した仕入・経費に関する書類の分類の場合に選択します。 

1)受信した仕入インボイスを保存できるのは、「仕入・経費関係の書類」と設定され

た「書類の分類」と関連する「書類の種類」です。 

2)「仕入・経費関係の書類」の場合は、「事業者登録番号」が自動で追加されます。 

3)受信した仕入インボイスを保存している書類については、区分を変更できません。 

 ③その他の書類 

  上記①、②に該当しない書類（契約書等）の分類の場合に選択します。 

(5) 登録した「書類の分類」の名称を変更する場合は、［修正］ボタンを押します。 

(6) ［削除］ボタンで登録した「書類の分類」を削除できます。なお、すでに「書類の種

類」で選択されている「書類の分類」は削除できません。 

(7) ［CSV読込み］ボタンによりＣＳＶファイルで作成した書類の分類の情報を読み込み、

登録することができます。レイアウトは、当マニュアルのⅧ「資料」の７．「ＣＳＶ読

み込みレイアウト」をご参照ください。なお、登録した内容は、[CSV切出し]ボタンで

切出しできます。 

(8) 表示順の[∧][∨]ボタンを押すことで、書類の分類の表示順を変更することができま
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す。これにより、各画面の「書類の分類」の表示順が変更後の表示順に変更されます。 
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１０．記録項目 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 当メニューでは、初期登録されている次の項目以外の記録項目を登録・修正します。

「記録項目」は、後述するメニュー「記録項目の選択」で「書類の分類」と関連付けら

れ、さらに、実際の書類の保存単位である「書類の種類」は「書類の分類」と関連付け

られます。このようにして、「記録項目」が最終的に「書類の種類」に関連付けられる

ことになります。 

・取引年月日 ・電話番号 ・事業者登録番号 

・取引先名 ・取引金額 ・消費税等  

・税率別の取引金額、消費税等、元帳摘要 ・品名 

(2) 証憑番号 

帳簿との相互関連性を確保するための項目です。証憑保存機能で振り出した証憑番号

を会計伝票の該当項目に入力（連携）します。証憑番号を利用しない場合は、①管理番

号あるいは任意に入力した項目を用いて相互関連性を確保、あるいは②別途管理する索

引簿等を利用し、相互関連性を確保します。 

①桁数 

桁数は１～４桁です。 

②付番方法 

証憑番号の付番方法は、次の２つから選択できます。なお、いずれであっても、書

類の種類やユーザＩＤに関係無く選択された付番方法に基づき番号がカウントアップ

されます。 

1)保存順で付番（年度を跨いだ通し番号で付番） 

各書類が保存された順にカウントアップした番号を付番します。番号が「連番の

範囲」の末尾の番号に達した場合は、開始番号に戻りカウントが始まります。 

2)事業年度ごとに付番（年度ごとに開始番号から付番） 

記録項目として初期登録している「取引年月日」の入力データに基づき属する事

業年度を判断し、事業年度ごとに「連番の範囲」の開始の番号からカウントアップ

した番号を付番します。なお、事業年度の中途において、カウントアップした番号

が「連番の範囲」の末尾の番号に達した場合は、開始番号に戻りカウントが始まり

ます。 
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3)事業年度ごとに付番（年度ごとに開始番号から付番）とできない条件 

次の設定の場合、「事業年度ごとに付番（年度ごとに開始番号から付番）」は選択

できません。 

設定 説明 

管理番号をＯＣＲ読み取りする「書

類の種類」がある 

管理番号をＯＣＲ読み取りし、保存する

段階（連携システムからの取引内容の読

み込をする前）では、取引年月日が空欄

のため、事業年度を特定できず、証憑番

号を付番できません。 

「証憑番号」を使用するが「取引年

月日」を使用しない「書類の分類」

がある場合 

取引年月日がないため、事業年度を特定

できず、証憑番号を付番できません。 

4)また、事業年度ごとに付番する設定としていても、取引内容の読み込み機能により

取引年月日を読み込んだ場合は、読み込み時に証憑番号が自動付番されません。つ

いては、取引内容を読み込んだ後、各書類の詳細表示画面で［証憑番号付番］ボタ

ンを押して、番号の付番を行ってください。 

③付番方法の変更 

付番方法の変更時に次のメッセージが表示されます。当メッセージでは、変更後の

付番方法をどの事業年度から適用するかを選択します。 

※ 書類の保存を開始した場合、同一事業年度内で複数回、付番方法を変更すると、

証憑番号を連続で付番できなくなる場合があります。そのため、付番方法の変更

は、同一事業年度内で１回限りとしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、当メッセージの事業年度の選択により付番方法変更後に保存する書類の証

憑番号の付番は、次のように行われます。 

1)「保存順で付番」から「事業年度ごとに付番」への変更 

選択された事業年度から「連番の範囲」の開始の番号から番号が付番されます。 

※ 事業年度の途中で付番方法を変更した場合、変更後に保存された書類の証憑

番号は、「連番の範囲」の開始の番号から付番されます。 

2)「事業年度ごとに付番」から「保存順で付番」への変更 

選択された事業年度から保存順で証憑番号が付番されます。 

※ 事業年度の途中で付番方法を変更した場合、変更後に保存された書類の証憑

番号は、事業年度ごとに付番された最後の番号の次の番号から付番されま

す。 

④付番の範囲指定 

「連番の範囲」欄で証憑番号を何番から付番を開始し、開始番号に戻る番号を指定

できます。 
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⑤付番される番号の確認 

画面の下部において、現在の証憑番号の各設定内容で、書類が保存された場合、ど

の番号から証憑番号が付番されるかを確認できますので、付番方法を変更した際に確

認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 上記以外の記録項目 

①記録項目名 

全半角１５文字まで入力できます。 

②書類の閲覧時の並び替え項目として利用する 

当項目にチェックが付いている記録項目は、書類の一覧表示で昇順、又は降順を指

定して書類を並び替えることができます。 

【 書類の一覧表示の並び順 】 

 

 

 

 

 

 

③データ型 

1)コード（半角英数のみ） 

実際の記録項目入力時、半角英数３０文字まで入力できます。なお、小文字は入

力できません。 

2)文字（全半角混在） 

実際の記録項目入力時、全半角６０文字まで入力できます。 

3)数値 

a.実際の記録項目入力時、は、整数１１桁、小数点以下第４位まで入力できます。 

b.また、合わせて次の指定を行えます。 

ｉ) カンマ区切り 

入力された数値をカンマ区切りで表現するかどうかを指定します。 

ⅱ) 書類の保存順に連番を付ける 

・当欄にチェックを付けると書類の保存順にカウントアップした番号が各書

類に付されます。 

・書類の種類やユーザＩＤに関係無くカウントアップします。 

・開始番号と終了番号を「1～99999999(8桁)」の範囲で設定します。終了番

号に達した場合は、開始番号に戻り付番が始まります。  

チェックが付いた記録項目は、書類の一覧表示の「並び順」

で、選択できるようになります。 
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4)年月日 

5)年月日（期間） 

実際の記録項目入力時、○年○月○日から○年○月○日までのような入力ができ

ます（開始の年月日又は終了の年月日のみの入力も可能です）。また、書類の検索

で特定の年月日を指定した場合は、その年月日を含む書類が検索されます。 

6)年月 

7)年月（期間） 

年月（期間）が選択された記録項目は、○年○月から○年○月までのような入力

ができます（開始の年月又は終了の年月のみの入力も可能です）。また、書類の検

索で特定の年月を指定した場合は、その年月を含む書類が検索されます。 

8)チェックボックス 

実際の記録項目入力時、取引内容の入力時にチェックボックスが表示され、「✔」

を付けることができます。当項目を追加した場合は、メニュー「業務分類」の「チ

ェックボックスの入力権限の設定」タブで、「書類の種類」ごとに「入力を許可す

る」かどうかを設定（確認）してください。なお、当項目を追加後の初期値は次の

とおりです。 

「業務分類」の登録 「チェックボックスの入力権限の設定」

の初期値 

「チェックボックス」項目を登録

後、新規に「業務分類」を登録する

場合 

「入力を許可する」となります。 

「チェックボックス」項目を登録す

る前に登録済みの「業務分類」の場

合 

a.該当する「書類の種類」に対し、「9.閲

覧のみ(全書類)」以外の権限が付されて

いる場合 

「入力を許可する」となります。 

b. 該当する「書類の種類」に対し、「9.

閲覧のみ(全書類)の権限が付されている

場合 

「入力を許可しない」となります。 
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④表示順 

記録項目を複数登録する場合は、詳細検索画面等で登録した記録項目を表示する順

番を指定します。 

 
(4) 登録した内容を変更する場合は、［修正］ボタンを押します。なお、既に保存されてい

る書類で使用している記録項目のデータ型は、修正できません。 

(5) ［削除］ボタンで登録した「記録項目」を削除できます。なお、既に保存されている

書類で使用している記録項目は、削除できません。 

＜記録項目の登録にあたって＞ 

(1) 取引の一連の書類を保存する場合は、各保存書類に「受注番号」や「注文書番号」な

どの取引の一連番号を登録できるようにし、当番号で保存書類を「書類の種類」を跨い

で検索できるようにします。 

＜例１＞ 

納品書と請求書を保存する場合は、納品書と請求書が紐付く注文書番号などを記録項

目に登録します。 

＜例２＞ 

見積書と納品書を保存する場合は、見積書と納品書が紐付く見積書番号などを記録項

目に登録します。 

(2) 取引に至らなかった見積書などを保存した場合の取り扱いとして、電子帳簿保存法取

扱通達4-31（帳簿書類間の関連性の確保）の注意書きにおいて、次のように記載されて

います。 

①「結果的に取引に至らなかった見積書など、帳簿との関連性がない書類についても、

帳簿と関連性を持たない書類であるということを確認することができる必要があるこ

とに留意する。」 

当メニューで登録した表示順で表示されます。 



29 

 

②そのため、上記①のような書類を保存した場合に備え、記録項目に「帳簿書類間の関

連性が無い」ことを入力できる項目を登録いただきますようお願いいたします。 
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１１．記録項目の選択（書類の分類と記録項目の紐づけ） 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 当メニューでは、「書類の分類」ごとに使用する記録項目を選択します。 

(2) 下図のとおり、ここで選択した記録項目が、「書類の分類」に紐づけられている「書類

の種類」に引き継がれます。 

(3) 「使用する」にチェックを付けた記録項目は、「イメージデータ」の取引内容として表

示されます。 

(4) 「書類の分類」の区分を「仕入・経費関係の書類」と設定した「書類の種類」の場合

は、「事業者登録番号」が自動で追加されます。 

 

 

 

書類の分類 

 

書類の種類 

 

 

 

 

 

  

領収書（本店） 領収書（Ａ支店） 

領収書 
記録項目 

・取引年月日 
・電話番号 
・取引先名 
・取引金額 
・消費税等 
・・・ 
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(5) 「事業者登録番号」について 

 ①「書類の分類」の区分を「仕入・経費関係の書類」と設定した「書類の分類」につい

ては、自動的に記録項目として「事業者登録番号」が追加されます。 

②事業者登録番号を手入力した場合、あるいは自動読み取り機能（標準のＯＣＲ機能及

び「領収書等ＡＩ読取りオプション」）で読み取った場合は、国税庁の「インボイス

制度 適格請求書発行事業者公表サイト」（以下、公表サイト）のデータから、対応

する「氏名又は名称」を「取引先名」にセットします。対応する「氏名又は名称」が

ない場合は、セットしません。 

【手入力の場合】 

 
【自動読み取り機能で読み取った場合】 
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（注）なお、「領収書等ＡＩ読取りオプション」をご利用の場合は、事業者登録番号の読

取位置を青枠で表示しません。 

 
③取引内容の更新時、今回入力した取引先名と国税庁の公表サイト上の「氏名又は名称」

が一致していない場合は、下図のとおり確認ダイアログを表示します。今回入力した

取引先名で更新する場合は、[はい]ボタンをクリックしてください。 

 
(6) 「税率別の取引金額、消費税等、元帳摘要」について 

①取引金額、消費税等及び元帳摘要を税率別に記録する場合はチェックを付けます。 

※「税率別の取引金額、消費税等、元帳摘要」を利用するためには、「取引金額」と

「消費税等」の両方にチェックを付ける必要があります。 
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②当項目にチェックを付けると、取引内容の入力時に、税率別の取引金額、消費税等及

び元帳摘要を入力できます。 

 
③「税率別の取引金額、消費税等、元帳摘要」として用意している記録項目は次のとお

りです。 

・10％対象金額(税込み) 

・軽8％対象金額(税込み) 

・8％対象金額(税込み) 

・非課税対象金額 

・(内、消費税等 10％) 

・(内、消費税等 軽8％) 

・(内、消費税等 8％) 

 

・10％対象元帳摘要 

・軽8％対象元帳摘要 

・8％対象元帳摘要 

・非課税対象元帳摘要 

④「領収書等ＡＩ読取りオプション」をご利用の場合は、当項目にチェックが付いた状

態が初期値となっています。同オプションを利用すると、複数税率が記載されたレシ

ートなどから、「10％対象金額(税込み)」「(内、消費税等 10％)」「軽8％対象金額(税

込み)」「(内、消費税等 軽8％)」を読み取ることができます。 
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⑤複数税率の金額が記載されていない領収書等を読み取った場合は、読み取った「取引

金額」「消費税等」の金額を「10％対象金額（税込み）」「（内、消費税等 10%）」に初期

表示します。 

 
⑥手入力の場合は、「10％対象金額（税込み）」「（内、消費税等 10％）」を入力不可とし、

合計金額とその他の税率（軽8％、8％、非課税取引）取引金額、消費税等の差額を自

動計算してセットします。 

 
 ⑦なお、現在、税率別の「取引金額」の内訳項目に不課税取引に関する取引金額を入力

する項目はありません。 

  

「10％対象金額（税込み）」「内、消費

税等 10％」の金額は次のとおり自動

計算します。 

(1) 218円－108円＝110円 

(2) 18円－8円＝10円 
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(7) 当メニューで選択されていない記録項目は、書類の詳細表示などで表示されません。 

【記録項目の表示例】 

 

 

 

  

当メニューで選択していない記録項目は、書類

の詳細表示などで表示されません。 

※ 表示例では、品名を選択していない書類のた

め、「品名」が表示されていません。 
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１２．書類の種類 

＜ 画面 ＞ 

(1) 一覧 

 
(2) 登録・修正 
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＜ 操作説明 ＞ 

(1) 当メニューでは、スキャナ等で保存する書類について、次の内容を登録します。※登

録した「書類の種類」は一覧画面の一番下に表示されます。 

①コード 

半角英数４文字まで入力できます。なお、小文字は入力できません。 

②書類の種類名 

全半角３０文字まで入力できます。 

※どのような単位で「書類の種類」を登録するかは、「２．書類の種類と分類につ

いて」も参照してください。 

③レジペーパーに該当 

登録する書類がすべてレジペーパーの場合は、チェックを付します。 

※レジスターで印刷された横向きの領収書をスマートデバイス用のアプリで撮影す

る場合は、縦のレシートを保存する「書類の種類」とは別の「書類の種類」を登

録し、「レジペーパーに該当」にチェックは付けないでください。 

④書類の分類 

書類が属する「書類の分類」をメニュー「書類の分類」で登録した分類の中から選

択します。 

⑤書類の保存方法 

1)電子取引データの要件を満たして保存 

電子メールに添付された請求書や領収書のＰＤＦファイル及びホームページ上に

表示された請求書のハードコピーといったファイルを保存する場合は、「電子取引

データの要件を満たして保存」にチェックを付けます。 

2)スキャナ保存の要件を満たして保存 

紙で受領した請求書や領収書及びスキャナや複合機で作成したＰＤＦファイル等

を保存する場合は、「スキャナ保存の要件を満たして保存」にチェックを付けます。 

⑥ＯＣＲの読取り設定 

1)管理番号をＯＣＲ読取りする 

スキャン時に管理番号などをＯＣＲ機能で読み取る場合は、「管理番号をＯＣＲ

読取りする」にチェックを付けます。 

※ 管理番号を記録項目として使用しない「書類の分類」は、チェックを付けること

ができません。 

2)取引内容(取引年月日、取引先名、取引金額等)をＯＣＲ読取りする 

a.スキャン時に書類の内容をＯＣＲ機能で読み取る場合は、「取引内容(取引年月日、

取引先名、取引金額等)をＯＣＲ読取りする」にチェックを付けます。 

b.標準のＯＣＲ読み取りと「領収書等ＡＩ読取りオプション」のＡＩ読み取りの相

違は次のとおりです（○：読み取り対象）。 

行 記録項目 標準の 

ＯＣＲ読み取り(※1) 

「領収書等ＡＩ読取り

オプション」の 

ＡＩ読み取り(※1) 

1 取引年月日 ○ ○ 

2 電話番号 

○：ＴＫＣ独自のデータ

ベースから電話番号によ

り、取引先名（店名）を

検索しています。(※2) 

○(※3) 

3 事業者登録番号 

〇：国税庁の公表サイト

から事業者登録番号によ

り、「氏名又は名称」を検

〇 
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索しています。 

4 取引先名 

〇：電話番号と事業者登

録番号から検索した結果

を初期表示します。 

○ 

5 取引金額 ○ ○ 

6 消費税等 ○ ○ 

7 
税率別の取引金額、

消費税等、元帳摘要 
× ○ 

8 品名 ○ × 

※1 ＯＣＲ読取り対象となるページは、次のとおりです。 

行 書類の保存方法 標準の 

ＯＣＲ読取り 

「領収書等ＡＩ読取りオ

プション」のＡＩ読取り 

1 スキャナ保存の要件

を満たして保存 

すべてのページ(登録(ス

キャン)) 

１ページ目のみ(登録(ﾌｧｲ

ﾙ読込)) 

１ページ目のみ 

2 電子取引データの要

件を満たして保存 

１ページ目のみ １ページ目のみ 

※2 「記録項目の選択」で「電話番号」を選択せず、「取引先名」を選択し、当チェ

ックを付けた場合は、電話番号は各書類に保存されません。しかしながら、当機

能により電話番号を読み取り、取引先名（店名）を検索し、「取引先名」欄への

初期表示は行います。 

※3 メニュー「書類の種類」で「請求書の宛名を取引先名としてＯＣＲ読取りする

(自社発行の請求書の控え)」にチェックを付けた場合、請求書の宛名にある電

話番号は読み取り対象外となります。そのため、メニュー「記録項目の選択」

で、当該書類の種類に紐づく書類の分類の「電話番号」欄にチェックが付いて

いる場合は、チェックを外して読み取りを行ってください。 

3)請求書の宛名を取引先名としてＯＣＲ読取りする(自社発行の請求書の控え) 

a.スキャン時に、請求書の宛名の取引先名をＯＣＲ機能で読み取る場合は、「請求

書の宛名を取引先名としてＯＣＲ読取りする(自社発行の請求書の控え)」にチェ

ックを付けます。 

b.当欄は、「領収書等ＡＩ読取りオプション」をご利用時のみ表示します。 

⑦連携システム 

1)取引内容をＣＳＶファイルで読み込む場合は、そのＣＳＶファイルを切り出すシス

テムを、メニュー「連携システム」で登録したシステムから選択します。 

2)書類に登録した「管理番号」をキーとしてＣＳＶファイルの内容を読み込みます。

そのため「管理番号」を使用しない「書類の分類」の場合は、連携システムを選択

できません。 

⑧ＴＫＣの会計ソフト（ＦＸ２等）の「仕訳後スキャン(都度スキャン)」や「仕訳への

証憑貼付」で利用する 

「ＦＸ２等で仕訳入力の都度、スキャンを行う書類」（仕訳後スキャン方式（都度

スキャン））や「ＦＸ２等のメニュー「仕訳への証憑貼付」でスキャン等を行う書類」

（仕訳後スキャン方式（一括スキャン））については、チェックを付けます。チェッ

クを付けた「書類の種類」が、ＦＸ２等でスキャン等を行う際に選択できます。 

⑨ScanSnap Cloudと連携する 

1)ＰＦＵ社のクラウドサービスであるScanSnap Cloudに保存された画像を保存する場
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合にチェックを付けます。保存する際は、タイムスタンプを付与します。 

2)ScanSnap Cloudを利用開始するための設定は、当マニュアルの「資料」の

「ScanSnap Cloudの設定」を参照ください。 

 ⑩承認設定 

   書類の保存に承認を要する場合は、チェックを付けます。 

(注)「保存する書類は承認を要する」とした「書類の種類」は、スマートデバイス用

のアプリでは選択できなくなりますのでご注意ください。 

 ⑪承認経路 

承認設定のチェックを付した場合は、メニュー「承認経路」で登録した「承認経路」

を指定します。 

(2) [修正]ボタンで設定内容を変更できます。なお、「書類の保存方法」については、変更

しようとしている「書類の種類」で既に書類が保存されている場合は、変更できません。 

(3) [削除］ボタンで登録した「書類の種類」を削除できます。なお、削除しようとしてい

る「書類の種類」で既に書類が保存されている場合は、削除できません。 

(4) ［CSV読込み］ボタンによりＣＳＶファイルで作成した書類の種類の情報を読み込み、

登録することができます。レイアウトは、当マニュアルの「資料」の「ＣＳＶ読み込み

レイアウト」をご参照ください。なお、登録した内容は、[CSV切出し]で切出しできま

す。 

(5) 表示順の[∧][∨]ボタンをクリックすることで、書類の種類の表示順を変更すること

ができます。これにより、各画面の「書類の種類」の表示順が変更後の表示順に変更さ

れます。 

(6) ＯＣＲ設定（管理番号用） 

「管理番号のＯＣＲ読取り」にチェックが付いている「書類の種類」を選択（青反転）

している状態で、「書類の種類」の一覧画面の上にある［ＯＣＲ設定（管理番号用）］ボ

タンを押すと次の画面が開きます。 

＜ＯＣＲ設定の画面＞ 

 
管理番号が記載されている箇所を「読取対象１」（あるいは「読取対象１」と「読取

対象２」）として設定します。「読取対象２」が指定されている場合は、両者を連結した

値が管理番号として読み取りされます。 

①設定手順 
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1)画面上部の[修正]ボタン押下後、［スキャン］ボタン又は［ファイル読込］ボタン

により、サンプルの帳表を読み込みます。 

※ 複数のスキャナをパソコンに接続するなどしてスキャナを利用している場合は、

［スキャン］ボタンを押す前に［設定］ボタンにより通常使用するスキャナを

選択します。 

2)「読取対象１」「読取対象２」で読み取る管理番号のフォーマットを次から選択し

ます。 

・「半角数字のみ」 ・「半角英字のみ」 ・「半角英数混在」 

・「半角数字のみ（記号含む）」 ・「半角英字のみ（記号含む）」 

・「半角英数混在（記号含む）」 ・「年月日」 

※1 読み取り可能な記号は、半角の「 - 」、「 _ 」、「 / 」の３種類です。 

※2 読み取り可能な年月日は、西暦表記の年月日です。また、年と月と日が区切ら

れていない表記の場合は、読み取りできません（例：20180101）。 

3)ＯＣＲで読み取る管理番号の桁数を設定します。管理番号の桁数は、読取対象１と

読取対象２の桁数合計で最大３０桁まで設定できます。なお、フォーマットで年月

日を選択した場合は、その読み取り対象の桁数は「8桁」となり変更できません。 

4)［対象データ検索］ボタンを押します。 

5)ＯＣＲで読み取った番号が読取対象１と読取対象２の「管理番号」欄に表示されま

すので、正しく読み取れているかを確認します。正しく読み取れていれば設定は完

了です。 

※ 管理番号の読み取りは、上記4)の［対象データ検索］ボタンを押す方法の他に、

読み取る番号をマウスでドラッグし、赤枠で囲った後、［設定内容で検索］ボタ

ンを押すことでも行えます。 

 

 

6)管理番号が正しく読み取れなかった場合の対処方法 

a.読み取る番号をマウスでドラッグし、赤枠で囲った後、［設定内容で検索］ボタ

ンを押してください。右のように管理番号を読み

とることができれば設定完了です。 

b.上記aでも読み取れなかった場合は、画面下の

「読取色の濃淡調整」で次の調整を行います。 

ｉ) スキャンした画像の色合いが濃い場合 

読取色の濃淡調整のカーソルを「淡」に近づ

け、［設定内容で検索］ボタンを押し、番号が

正しく読み取れるかを確認していきます。 

ⅱ) スキャンした画像の色合いが薄い場合 

読取色の濃淡調整のカーソルを「濃」に近づけ、［設定内容で検索］ボタン

を押し、番号が正しく読み取れるかを確認していきます。 
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１３．業務分類（書類の種類ごとの処理権限） 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 当メニューでは、「書類の種類」ごとに書類の保存、閲覧権限、差替え権限、削除権限

などを設定します。経理責任者や経理担当者などの業務に応じた各書類の権限パターン

を登録し、ユーザに割り当ててください。 

(2) コード 

半角英数４文字まで入力できます。なお、小文字は入力できません。 

(3) 業務分類名 

全半角１５文字まで入力できます。 

(4) 「書類の処理権限の設定」タブ 

スキャン、閲覧等の権限を「書類の種類」ごとに設定します。 

 ①「書類の種類」が「未分類（インボイス等）」の場合 

  ※ 仕入インボイスを受信する場合は、「未分類（インボイス等）」に対して、「保存、

閲覧」の権限が必要です。 

  1)保存、閲覧（ログインユーザ宛の書類のみ） 

    自分宛に届いた仕入インボイスの保存・閲覧が行えます。 

  2)保存、閲覧（全書類） 

    他のユーザＩＤ宛に届いた仕入インボイスの保存・閲覧が行えます。 

 ②上記①以外の「書類の種類」の場合 

1)保存、閲覧（ログインユーザが保存した書類のみ） 

該当書類の保存が行える他に、自らスキャンした書類の閲覧ができる権限です。 

2)保存、閲覧・差替え（ログインユーザが保存した書類のみ） 

該当書類の保存が行える他に、自らスキャンした書類の閲覧及び差替えができる

権限です。 

3)保存、閲覧・削除（ログインユーザが保存した書類のみ） 

該当書類の保存が行える他に、自らスキャンした書類の閲覧及び削除ができる権

限です。 

4)保存、閲覧・差替え・削除（ログインユーザが保存した書類のみ） 

該当書類の保存が行える他に、自ら保存した書類の閲覧、差替え及び削除ができ

る権限です。 

5)保存、閲覧（全書類） 

該当書類の保存が行える他に、他のユーザＩＤで保存した書類を閲覧できる権限

です。 

6)保存、閲覧・差替え（全書類） 

該当書類の保存が行える他に、他のユーザＩＤで保存した書類の閲覧及び差替え

ができる権限です。 
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7)保存、閲覧・削除（全書類） 

該当書類の保存が行える他に、他のユーザＩＤで保存した書類の閲覧及び削除が

できる権限です。 

8)保存、閲覧・差替え・削除（全書類） 

該当書類の保存が行える他に、他のユーザＩＤで保存した書類の閲覧、差替え及

び削除ができる権限です。 

9)閲覧のみ（全書類） 

該当書類の全ての書類を閲覧のみできる権限です。 

(5) 「取引内容の読み込み権限の設定」タブ 

他のシステムから切り出されたＣＳＶファイルを読み込む権限を「書類の種類」ごと

に設定します。 

(6) 「チェックボックスの入力権限の設定」タブ 

チェックボックスを使用する記録項目の入力権限を「書類の種類」ごとに設定します。 

なお、チェックボックスを使用する記録項目をメニュー「記録項目の選択」で設定し

ている書類のみ当権限の設定が行えます。なお、初期値は次のとおりとなります。 

「業務分類」の登録 「チェックボックスの入力権限の設定」

の初期値 

「チェックボックス」項目を登録

後、新規に「業務分類」を登録する

場合 

「入力を許可する」となります。 

「チェックボックス」項目を登録す

る前に登録済みの「業務分類」の場

合 

a.該当する「書類の種類」に対し、「9.閲

覧のみ(全書類)」以外の権限が付されて

いる場合 

「入力を許可する」となります。 

b. 該当する「書類の種類」に対し、「9.

閲覧のみ(全書類)の権限が付されている

場合 

「入力を許可しない」となります。 
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１４．メニュー権限 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 当メニューでは、システム設定、運用管理の各メニューの利用権限を設定します。業

務に応じたパターンを設定し、ユーザに割り当てます。 
(2) コード 

半角英数４文字まで入力できます。なお、小文字は入力できません。 

(3) メニュー権限名 

全半角１５文字まで入力できます。 

(4) メニューごとの権限設定 

①参照可 

該当メニューの設定内容を確認できる権限です（変更はできません）。 

②更新可 

該当メニューで設定内容を変更できる権限です。 
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１５．セキュリティポリシー 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 当メニューでは、パスワードの文字数やロックアウトの回数を設定します。 

(2) パスワードに関するポリシー 

①最低文字数 

1)初期値     ：８文字 

2)設定可能な文字数：最大20文字まで設定できます。 

②構成 

1)パスワードに英小文字（a～z）を含む（初期値のチェック：あり） 

2)パスワードに英大文字（A～Z）を含む（初期値のチェック：なし） 

3)パスワードに数字（0～9）を含む（初期値のチェック：あり） 

4)パスワードに記号（0-9,a-z,A-Z以外）を含む（初期値のチェック：なし） 

③有効期限 

初期値は、チェックを付けていません。最大999日まで設定できます。 

(3) ロックアウトに関するポリシー 

①ロックアウトの条件 

初期値：５回ログインに失敗。最大99回まで設定できます。 

②ロックアウト期間 

初期値：５分間。最大99分間まで設定できます。 
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１６．ユーザ 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 当メニューでは、ユーザＩＤ、パスワードを登録し、メニュー「業務分類」、メニュー

「メニュー権限」で登録した内容を各ユーザに割り当てます。そのため、ユーザ登録を

行う前に、経理責任者や経理担当者などで「書類の種類」ごとにどのような閲覧権限な

どを付与するかを取り決め、そのパターンをメニュー「業務分類」に登録をしてくださ

い。 

(2) 次の内容を登録します。 

①ユーザＩＤ 

全角、半角、英数字で４０文字まで入力できます。アルファベットの大文字と小文

字を区別して登録します。 

②パスワード 

1)セキュリティポリシーの設定内容に基づき登録します。 

2)セキュリティポリシーの初期値は、数字と英小文字が一つ以上組み合わせた８文字

以上のパスワードとなります。 

 ③メールアドレス 

   ユーザごとにメールアドレスを登録できます。また、登録されたメールアドレスは、

証憑保存機能で受信した仕入インボイスの宛先の特定に利用されます。 

④パスワードを無期限で使えるようにする 

当チェックを付けたユーザＩＤは、当画面で入力したパスワードを無期限に利用で

きます。そのため、次の場合にパスワード変更画面は表示されません。 

1)初めてログインした場合 

2)「セキュリティポリシー」の「パスワードに関するポリシー」で設定したパスワー

ドの有効期限が到来した場合 

⑤「業務分類」欄 

メニュー「業務分類」で登録した「業務分類」を選択します。 

⑥「メニュー権限」欄 

メニュー「メニュー権限」で登録した「メニュー権限」を選択します。 

⑦「備考」欄 

ユーザＩＤを識別するため氏名などを登録する場合は、「備考」欄を利用します。

全半角６０文字まで入力できます。 

⑧「スマートデバイスを利用する」の区分 

スマートデバイスでの利用を可能とするユーザの場合は、当欄にチェックを付けま

す。これにより、そのユーザＩＤで「スマートデバイス設定」が利用できます。また、

スマートデバイス用のアプリにログインすることも可能となります。 

⑨「登録完了後にメールを送信する」の区分 

ユーザ登録した利用者へメールでユーザＩＤとパスワードを連絡することを支援す
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る機能です。ユーザの初回登録時に、当区分にチェックを付け、［更新］ボタンを押

すと、ご使用のメールソフトを開くことができます。その際、メール文には、登録し

た「ユーザＩＤ」と「パスワード」が初期表示されていますので、メールの宛先（上

記③のメールアドレスが初期表示されています）を指定するだけで、メールの送信が

可能です。 

※ ユーザIDが半角カナで入力されている場合、お使いのメールソフトの設定によって

は、半角カナのユーザIDが全角カナに変換される場合があります。 

(3) ［ＣＳＶ読込み］ボタンによりＣＳＶファイルで作成したユーザ情報を読み込み登録

することもできます。レイアウトは、当マニュアルの「資料」の「ユーザ情報のCSV読

み込みレイアウト」をご参照ください。 

(4) パスワードを忘れたユーザがいた場合のパスワードの再設定は、［パスワード再設定］

ボタンを利用します。 

(5) 書類のスキャン中にパソコンが故障などして、その後、スキャン機能が利用できなく

なったユーザは、「スキャン処理中」にチェックが付いています。当チェックを外すと、

そのユーザは、スキャン機能を利用できるようになります。当チェックを外すには、そ

のユーザを選択（青反転）している状態で「Ctrl＋Alt＋E」を押します。 

 

＜ 入力を行う者を直接監督する者の登録について ＞ 

(1) 電子帳簿保存法取扱通達4-30には、次のように記載されています。 

（入力者等の情報の確認の意義） 

4－30 規則第2条第6項第3号（（入力者等の情報の確認））に規定する「入力を行う者

又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと」

とは、これらの者を特定できるような事業者名、役職名、所属部署名及び氏名などの身

分を明らかにするものの電磁的記録又は書面により、確認することができるようにして

おくことに留意する。 

(2) 入力を行う者を直接監督する者が社内文書等の書面で確認できるよう社内文書等の整

備をしていただいた上で、ご利用いただくことをお願いしています。 

(3) そのため、当監督者をユーザ登録しても、電子帳簿保存法施行規則第2条第6項第3号の

要件を満たす当監督者を確認できる機能は搭載していません。 
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１７．端末管理 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 証憑保存機能を利用するために環境設定された端末（クライアント証明書がインスト

ールされている端末）を確認するメニューです。 

(2) 「ユーザ名」欄の表示について 

ユーザ名には、端末により次の内容が表示されます。 

①パソコンの場合：Windowsのアカウント名 

②スマートデバイスの場合：証憑保存機能のユーザＩＤ 

(3) [検索]ボタン 

端末名、ユーザ名、登録日で検索できます。 

(4) [利用停止]ボタン 

特定の端末からのアクセスを止める場合は、該当する端末を一覧から選択し、［利用

停止］ボタンを押してください。 

＜誤って利用停止した端末の対処方法について＞ 

(1) パソコンの場合 

該当のパソコンでシステム利用開始手順書に基づき証憑保存機能を削除し、再登録し

てください。 

(2) スマートデバイスの場合 

該当のスマートデバイスのスマートデバイス用のアプリで証明書を取得してください。 
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１８．保存書類の確定 

＜ 画面 ＞ 

(1) 「確定」 

 
(2) 「確定済み書類の選択解除」 

 
(3) 「確定済み書類の一括解除」 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 「確定」 

①書類を確定すると、その書類の削除、差替え、取引内容の編集が行えなくなります。

なお、承認申請中の書類については、書類を確定することはできません。 

②[確定処理開始]ボタンを押すと、指定された条件に該当する全ての書類（削除された

書類も含みます）が確定状態となります。 

1)確定処理終了後に確定した書類の件数が表示されます。当件数には、指定された条
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件に該当する書類のうち、既に確定済みの書類を含めていません。 

2)スキャナ保存制度の保存書類の検索要件となっている「取引年月日」、「取引先名」

が未登録の書類は、確定できません(※)。そのため、確定できなかった書類は、確

定処理終了後に一覧に表示されますので、「取引年月日」、「取引先名」を登録後、確

定処理を行ってください。 

※ 取引金額が定められていない契約書や見積書等については、「取引金額」を空欄

又は０円と記載することで差し支えないとされているため、チェック対象として

いません（「電子帳簿保存法一問一答」の「お問合せの多いご質問（令和3年11月）

ス追３）。 

③メニュー「保存書類の確定」の利用権限があるユーザがいる場合、書類の詳細検索の

検索条件で、確定済みの書類や未確定の書類を指定できます。 

 

 

 

 

 

 

(2) 「確定済み書類の選択解除」 

①確定済み書類の選択解除では、書類を検索し特定の書類の確定を解除できます。 

②選択解除をする場合は、［検索］ボタンで確定を解除する書類を検索します（当検索で

は、確定された書類しか検索しません。また、削除された書類も含め検索されます）。 

検索条件に該当した書類が一覧に表示されますので、確定を解除する書類の左のチ

ェックボックスにチェックを付します。その後、［確定解除処理開始］ボタンを押しま

す。 

③一覧に表示されている全ての書類のチェックボックスをチェックする場合は、項目の

欄のチェックボックスにチェックを付します。なお、同チェックボックスのチェック

を外すと一覧の全てのチェックボックスのチェックが外れます。 

④一覧に表示されている書類をダブルクリックすると閲覧権限がある書類の詳細表示の

画面が開きます。 

⑤書類の検索結果が複数ページに跨がり表示された場合は、ページを切り替えると、チ

ェックボックスに付したチェックがクリアされます。そのため、１ページごとに確定

を解除する書類を選択し確定解除処理まで行ってください。当処理を行った後、次ペ

ージに進み次ページの確定解除処理を行ってください。 

(3) 「確定済み書類の一括解除」 

確定済み書類の一括解除では、保存書類の確定と同じように、条件に該当する全ての

書類の確定を解除できます。 
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１９．書類の種類の変更 

＜ 画面 ＞ 

(1) 「一括変更」タブ 

 
(2) 「選択変更」タブ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 「一括変更」 

一括変更では、「変更元の書類の種類」欄で選択された全ての書類を「変更先の書類

の種類」欄で選択された「書類の種類」に変更できます。なお、当変更では、削除され

た書類も変更されます。 

(2) 「選択変更」 

①選択変更では、「書類の種類」を変更する書類を個別に指定して、変更できます。 

②選択変更をする場合は、［検索］ボタンで「書類の種類」を変更する書類を検索します

（当検索では、削除された書類も含め検索されます）。検索条件に該当した書類が一

覧に表示されますので、変更する書類の左のチェックボックスにチェックを付します。 

③その後、変更先の「書類の種類」を選択し、［変更処理開始］ボタンを押します。 

④一覧に表示されている全ての書類のチェックボックスをチェックする場合は、項目名

の欄のチェックボックスにチェックを付します。なお、同チェックボックスのチェッ

クを外すと一覧の全てのチェックボックスのチェックが外れます。 

⑤一覧に表示されている書類をダブルクリックすると閲覧権限がある書類の詳細表示の

画面が開きます。 

⑥書類の検索結果が複数ページに跨がり表示された場合は、ページを切り替えると、チ

ェックボックスに付したチェックがクリアされます。そのため、１ページごとに変更

する書類を選択し変更処理まで行ってください。当処理を行った後、次ページに進み

次ページの変更処理を行ってください。 

※変更時のご注意 
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①「変更元の書類の種類」と「変更先の書類の種類」の「書類の保存方法」が異なる場

合は、「変更先の書類の種類」に変更できません（保存方法が「電子取引データの要

件を満たして保存」の書類から、「スキャナ保存の要件を満たして保存」の書類には、

変更できません）。 

②受信した仕入インボイスの書類は、書類の区分を変更できません。そのため、「仕

入・経費関係」の書類から、「売上関係の書類」「その他の書類」の書類には、変更で

きません。 

③最終承認済みの書類は、書類の種類を変更できません。 
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２０．未保存の書類の確認 

＜ 画面 ＞ 

(1)「イメージデータ」タブ 

 
(2)「未分類（インボイス等）」タブ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1)「イメージデータ」 
①当画面では、スキャン又はＰＤＦ等のファイルを読み込み後、ＴＫＣデータセンター

に保存されていない書類がある「書類の種類」が表示されます。 

②一覧に表示された「書類の種類」をダブルクリックすると、ダブルクリックした書類

を保存していないユーザを確認できます。 

③当画面では、一覧の左にあるチェックボックスにチェックを付け、画面上部の［未保

存の書類の削除］ボタンを押すとチェックを付けられた未保存の書類を削除できます。 

(2)「未分類（インボイス等）」 
①当画面では、仕入インボイスの受信後、「書類の種類」を変更していない（「未分類」

のまま）ユーザを確認できます。 

②ユーザが不明な場合は、ユーザ名は「空欄」とし、書類数のみを一覧に表示します。 
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２１．取引内容の読込み 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 当メニューでは、他のシステムから切り出されたＣＳＶファイルをメニュー「取引内

容の読込みレイアウト」で設計した内容に従い、管理番号をキーとして読み込みします。 
(2) 読み込みファイルに同じ管理番号のデータが複数あった場合は、全てのデータを取引

内容として読み込みます。 
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２２．取引内容の切出し 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) [検索]ボタンにより、取引内容を切り出す書類を検索し、[切出し]ボタンにより、検

索結果をＣＳＶファイルに切出します。 
(2) 切り出す項目は次のとおりです。 

「証憑番号」あるいは「管理番号」により書類を特定することができます。 

 
38項目目以降、ユーザが登録した任意の記録項目が出力されます。 

(3) 一度に切り出せる件数の上限は10,000件です。  
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２３．操作ログ 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

当メニューでは、各ユーザＩＤの操作ログを確認できます。 
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２４．検証 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 当メニューでは、各書類のタイムスタンプの付与状況を書類（タイムスタンプを付与

した単位）ごとあるいは一括で検証できます。「タイムスタンプの検証結果」列が「○」

となっている書類は、正常にタイムスタンプが付与されています。タイムスタンプの信

頼性の問題（タイムスタンプの変更、有効期限切れ）があった場合は「☓」と表示され

ます。 

(2) なお、書類の閲覧権限を考慮し、当画面から書類の内容を閲覧できないよう制御して

います。問題があった書類を閲覧する場合は、メインメニューで証憑番号、管理番号又

は登録者などをキーに該当する書類を検索して内容を閲覧します。 

(3) 閲覧画面の詳細検索機能と同様に、期間や登録者を指定して、検索できます（なお、

当検索機能では、削除された画像も必ず検索対象に含めるようにしています）。 

(4) ［画像情報］ボタンにより、選択（青反転）している書類の解像度、階調、用紙サイ

ズを確認できます。なお、「書類の保存方法」が「電子取引データの要件を満たして保

存」とされた「書類の種類」については、画像情報は記録していません。 

①スマートデバイス用のアプリで撮影された書類の場合 

デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格に基づいた解像度が保存さ

れ、実際の解像度を保存できないことがあります。そのため、スマートデバイス用の

アプリにより保存された書類は、画面左上に「スマートデバイスで保存」と表示され

ます。 

＜画像情報の確認画面＞ 
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②スキャナ保存制度の保存対象外の書類の場合 

Word、Excel、システム等から出力されたPDFは、ファイル読み込み時に、解像度や

書類の大きさ情報を取得できません。そのため、こうした書類に該当する場合、頁の

全ての欄は空欄になります。また、この書類が含まれる場合は、画面左上に、「解像

度等が空欄の頁は、スキャナ保存制度の保存対象外の頁です。」と表示されます。 

＜画像情報の確認画面＞ 

 

 

 

 

 

(5) 各内容を印刷する場合は、Ｗｅｂブラウザの印刷機能で印刷します。 
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Ⅳ メインメニュー 

１．トップ画面 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明＞ 

(1) 画面左のサイドメニューから「書類の分類」の「区分」に対応したメニュー、承認機

能に関するメニューに遷移することができます。メニューについては、次のとおりです。 

行 メニュー分類 メニュー 説明 

1 売上関係の書類 売上インボイスの確認 ＦＭＳから相手先に送信した売

上インボイスを当メニューで確

認できます。 

2 仕入明細書の受信 受信した仕入明細書の確認を行

います。 

3 イメージデータの保存（メ

ール添付ファイル等） 

書類の分類（区分）が「売上関

係の書類」かつイメージデータ

である書類の登録、閲覧等を行

います。 

4 仕入・経費関係

の書類 

仕入インボイスの受信 受信した仕入インボイスの確認

を行います。 

5 イメージデータの保存（メ

ール添付ファイル等） 

書類の分類（区分）が「仕入・

経費関係の書類」かつイメージ

データである書類の登録、閲覧

を行います。 

6 その他の書類  書類の分類（区分）が「その他

の書類」かつイメージデータで

ある書類の登録、閲覧等を行い

ます。 

7 全書類  行１～行４までの内容を跨いで

確認できるメニューです。 

8 保存申請中の書

類の確認 

 承認者から承認を受けた書類及

び差し戻された書類の確認を行

います。 

サイドメニュー 
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9 承認 書類の保存申請の承認 申請者から保存申請された書類

に対し、承認者が「承認」「差

戻し」の処理を行います。 

(2) スキャナ保存、電子取引データを保存する場合は、「売上関係の書類－イメージデータ

の保存（メール添付ファイル）」、「仕入・経費関係の書類－イメージデータの保存（メ

ール添付ファイル）」、「その他の書類」のメニューを選択してください。「全書類」メニ

ューからは保存できません。 

(3) サイドメニューを選択した後は、「書類の分類」及び「書類の種類」の一覧が表示され

ます。このメニューから「書類の分類」あるいは「書類の種類」を選択することで、検

索機能を利用しなくても該当の書類を一覧画面に表示することができます。 

 
  

「書類の分類」の配下に「書類の種類」の

一覧を表示します。 

選択した「書類の分類」あるいは「書類の種類」の検索結

果がこの場所に表示されます。 
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２．売上関係の書類 

＜ 画面 ＞ 

(1) 売上インボイスの確認 

 
(2) 仕入明細書の受信 
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(3) イメージデータの保存（メール添付ファイル等） 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 売上インボイスの確認 

  当画面では、ＦＭＳから相手先に送信した売上インボイスおよび未送信インボイスを

確認できます。 

 ①送信済インボイスを確認する場合は、画面上部にある[送信済インボイス]ボタンをク

リックしてください。 

1)検索機能 

送信年月日、取引年月日、書類の種類、取引先名等でインボイスを検索する場合

は、画面上部の各欄を入力することで検索できます。 

 

a．当検索では、送信年月日、取引年月日、書類の種類、取引先名等を複数組み

合わせて検索できます。 

b．「非表示∧」の文言をクリックすると、送信年月日などの検索条件の入力欄や

［検索開始］ボタン等を非表示にできます。 

  2)[詳細表示]ボタン 

一覧に表示されている送信済インボイスを選択し、［詳細表示］ボタンを押すと、

選択した書類が拡大されます。なお、一覧の送信済インボイスをダブルクリックす

る場合でも同様の確認が行えます。当機能については、当マニュアルのⅣ９．「詳

細表示」を参照ください。 

3)並び順 

一覧の表示順を送信年月日などの降順や昇順で並び替えることができます。 

 ②未送信インボイスを確認する場合は、画面上部にある[未送信インボイス]ボタンをク
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リックしてください。 

 

  1)[詳細表示]ボタン 

    未送信インボイスの画面に遷移します。 

(2) 仕入明細書の受信 

当画面では、適格請求書発行事業者から受信した仕入明細書の件数及びその内容を確

認できます。なお、受信直後の仕入明細書は、「書類の種類」は「未分類」となってい

ます。下記①の[詳細表示]ボタンをクリック又はダブルクリックで選択した書類を、下

図のとおり[書類の種類の変更]ボタンにより、「未分類」から書類の種類を割り当てて

ください。 

 
※ 受信した仕入明細書の確認には、当マニュアルのⅢ１３．「業務分類」から、「未分類

（インボイス等）」に対して、保存、閲覧を行える権限が必要です。 

 
①[詳細表示]ボタン 

一覧に表示されている仕入明細書を選択し、［詳細表示］ボタンを押すと、選択し

た書類が拡大されます。なお、一覧の仕入明細書をダブルクリックする場合でも同様

の確認が行えます。当機能については、当マニュアルのⅣ９．「詳細表示」を参照く
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ださい。 

②簡易検索 

書類の種類、仕入明細書番号、受信年月日、受信者、発行年月日、取引先名、取引

金額で仕入明細書を検索する場合は、画面上部の各欄を入力することで検索できます。 

 
1)当検索では、書類の種類、仕入明細書番号、受信年月日、受信者、発行年月日、取

引先名、取引金額を複数組み合わせて検索できます。 

2)当検索では、書類の種類を横断して受信年月日、受信者、発行年月日、取引先名、

取引金額で検索できます。 

3)「非表示∧」の文言をクリックすると、書類の種類などの検索条件の入力欄や［検

索開始］ボタンを非表示にできます。 

③並び順 

一覧の表示順を受信年月日などの降順や昇順で並び替えることができます。 

(3) イメージデータの保存（メール添付ファイル等） 

当画面では、次の処理を行います。なお、削除した書類は、書類左上に     と

表示されます。また、差し替えを行った書類は、書類左上に     と表示されます。

なお、ログイン直後に一覧に表示されている書類は、直近１ヶ月に保存した書類のうち、

ログインしたユーザＩＤが閲覧可能な全ての書類です。 

①［登録］ボタン 

書類をスキャン・ファイル読込などして、ＴＫＣデータセンターに保存します。 

②［差替え］ボタン 

1)保存した書類を差し替える場合に使用します。一覧で選択状態の書類で［差替え

(スキャン)］ボタンを押すと、その書類の差し替えが行えます。また、［詳細表示］

ボタンを押した画面でも行えます。 

2)差し替え機能は、登録（スキャン）機能と次の点が異なります。 

a．管理番号の修正は行えません。 

b．画像の結合、分割は行えません。 

c．差し替え理由（全半角６０文字まで）の登録が必要です。 

d．ＯＣＲ機能で取引内容を読み取りません。 

※ 差し替え前の書類と差し替え後の書類のそれぞれで取引内容を保存することはで

きません。値引きなどで再取得した書類の場合、取引の内容が異なるため、値引

き後の書類は、差し替え機能ではなく、新規の書類として保存してください。 

③［削除］ボタン 

1)書類を削除する際に使用します。一覧で選択状態の書類で［削除］ボタンを押すと、

その書類を削除できます。また、［詳細表示］ボタンを押した画面でも行えます。 

2)削除時には、削除の理由も登録します（全半角６０文字まで）。なお、削除した書

類は、検索などで閲覧できます（削除により書類そのものがシステム上削除されま

せん）。 

④［詳細表示］ボタン 

一覧に表示されている書類を選択し、［詳細表示］ボタンを押すと、選択した書類



64 

 

が拡大されます。なお、一覧の書類をダブルクリックする場合でも同様の確認が行え

ます。当マニュアルのⅣ９．「詳細表示」を参照ください。 

⑤[詳細検索]ボタン 

詳細な検索を行う場合は、[詳細検索]ボタンをクリックした後の検索条件指定画面

から、検索する書類の条件を細かく指定できます。当機能については、当マニュアル

のⅣ８．「詳細検索」を参照ください。 

⑥簡易検索 

書類の種類、書類の分類、証憑番号、登録年月日、取引年月日、取引先名、取引金

額で書類を検索する場合は、画面上部の各欄を入力することで検索できます。 

 
1)当検索では、差し替え後の書類も検索対象の書類になります。 

2)当検索では、書類の種類、書類の分類、証憑番号、登録年月日、取引年月日、取引

先名、取引金額を複数組み合わせて検索できます。 

3)当検索では、書類の分類や書類の種類を横断して登録年月日、取引年月日、取引先

名、取引金額で検索できます。 

4)「非表示∧」の文言をクリックすると、書類の種類などの検索条件の入力欄や［検

索開始］ボタンを非表示にして、書類を表示する領域を広くできます。 

⑦並び順 

一覧の表示順を登録年月日などの降順や昇順で並び替えることができます。 

⑧表示 

次の３種類の表示に切り替えることができます。 

1)    が選択された場合の一覧の表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)    が選択された場合の一覧の表示 
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3)    が選択された場合の一覧の表示 

 
⑨件数 

一覧に表示する件数を次の中から選択できます。 

1)２０件 2)３０件 3)４０件 
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３．仕入・経費関係の書類 

＜ 画面 ＞ 

(1) 仕入インボイスの受信 

 
(2) イメージデータの保存（メール添付ファイル等） 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 仕入インボイスの受信 
当画面では、Ⅳ「メインメニュー」の２．「売上関係の書類」の＜操作説明＞(1)「仕

入明細書の受信」と同様の処理が行えます。 

(注) なお、国税庁の公表サイト上の情報を検索した結果、事業者登録番号が見つからない

場合は、[詳細表示]ボタンを押した後に表示される画面に、下図のメッセージが表示さ

れます。「未分類」から「書類の種類」を割り当て、必要に応じて削除あるいは相手先

から再送信を依頼する等の措置をご検討ください。 
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(2) イメージデータの保存（メール添付ファイル等） 

当画面では、Ⅳ「メインメニュー」の２．「売上関係の書類」の＜操作説明＞(2)イメ

ージデータの保存（メール添付ファイル等）」と同様の処理が行えます。 



68 

 

４．その他の書類 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

当画面では、Ⅳ「メインメニュー」の２．「売上関係の書類」の＜操作説明＞(2)のイメ

ージデータの保存（メール添付ファイル等）」と同様の処理が行えます。 
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５．全書類 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 当メニューは、「売上関係の書類」「仕入・経費関係の書類」「その他の書類」の内容を

確認できます。 

(2) ［詳細表示］ボタン 

一覧に表示されている書類を選択し、［詳細表示］ボタンを押すと、選択した書類が

拡大されます。なお、一覧の書類をダブルクリックする場合でも同様の確認が行えます。

当マニュアルのⅣ９．「詳細表示」を参照ください。 

(3) [詳細検索]ボタン 

詳細な検索を行う場合は、[詳細検索]ボタンをクリックした後の検索条件指定画面か

ら、検索する書類の条件を細かく指定できます。当機能については、当マニュアルのⅣ

８．「詳細検索」を参照ください。 

(4) 簡易検索 

書類の種類、書類の分類、証憑番号、登録年月日、登録者、取引年月日、取引先名、

取引金額計で書類を検索する場合は、画面上部の各欄を入力することで検索できます。 

 
1)当検索では、差し替え後の書類も検索対象の書類になります。 

2)当検索では、書類の種類、書類の分類、証憑番号、登録年月日、登録者、取引年月

日、取引先名、取引金額計を複数組み合わせて検索できます。 

3)当検索では、書類の分類や書類の種類を横断して登録年月日、取引年月日、取引先

名、取引金額で検索できます。 

4)「非表示∧」の文言をクリックすると、書類の種類などの検索条件の入力欄や［検
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索開始］ボタンを非表示にして、書類を表示する領域を広くできます。 

⑦並び順 

一覧の表示順を登録年月日などの降順や昇順で並び替えることができます。 

⑧表示 

次の３種類の表示に切り替えることができます。 

1)    が選択された場合の一覧の表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)    が選択された場合の一覧の表示 

 
3)    が選択された場合の一覧の表示 
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６．保存申請中の書類の確認 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 当メニューは、申請済みの書類と差し戻された書類を一覧で確認できます。なお、申

請済みの書類は、書類左上に    と表示されます。また、差し戻された書類は、書

類左上に    と表示されます。 

(2)[詳細表示]ボタン 

一覧に表示されている書類を選択し、［詳細表示］ボタンを押すと、選択した書類が

拡大されます。なお、一覧の書類をダブルクリックする場合でも同様の確認が行えます。

当マニュアルのⅣ９．「詳細表示」を参照ください。 

(3) 簡易検索 

書類の種類、承認、申請年月日、取引年月日、事業者登録番号、取引先名、取引金額

で書類を検索する場合は、画面上部の各欄を入力することで検索できます。 

(注) 「事業者登録番号」では、仕入明細書の書類を検索できません。 

 
①当検索では、書類の種類、承認、申請年月日、取引年月日、事業者登録番号、取引先

名、取引金額を複数組み合わせて検索できます。 

②当検索では、書類の種類を横断して、承認、申請年月日、取引年月日、事業者登録番

号、取引先名、取引金額で検索できます。 
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④「非表示∧」の文言をクリックすると、書類の種類などの検索条件の入力欄や［検索

開始］ボタンを非表示にして、書類を表示する領域を広くできます。 

(4) 並び順 

一覧の表示順を申請年月日などの降順や昇順で並び替えることができます。 

(5) 差戻しされた書類の種類の変更 

  イメージデータの場合、承認を要する「書類の種類」を選択して申請した後は、差戻

し等を行っても、承認を要しない「書類の種類」へは変更できません。 
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７．承認 

＜ 画面 ＞ 

書類の保存申請の承認 

 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) 当メニューは、申請者から保存申請された書類に対し、「承認」、「差戻し」の処理を行

うことができます。 

(2)[詳細表示]ボタン 

一覧に表示されている書類を選択し、［詳細表示］ボタンを押すと、選択した書類が

拡大されます。なお、一覧の書類をダブルクリックする場合でも同様の確認が行えます。

下記の９．「詳細表示」を参照ください。 

(3) [全承認]ボタン 

サムネイル画面に表示されている全ての画像を承認します。 

(3) 簡易検索 

書類の種類、申請年月日、申請者、取引年月日、事業者登録番号、取引先名、取引金

額で書類を検索する場合は、画面上部の各欄を入力することで検索できます。 

 
①当検索では、書類の種類、申請年月日、申請者、取引年月日、事業者登録番号、取引
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先名、取引金額を複数組み合わせて検索できます。 

②当検索では、書類の種類を横断して、申請年月日、申請者、取引年月日、事業者登録

番号、取引先名、取引金額で検索できます。 

④「非表示∧」の文言をクリックすると、書類の種類などの検索条件の入力欄や［検索

開始］ボタンを非表示にして、書類を表示する領域を広くできます。  
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８．詳細検索 

＜ 画面 ＞ 

 

＜ 操作説明 ＞ 

当画面では、保存した書類を検索（差し替え後の書類、削除された書類も含みます）

します。 

(1) 初期登録されている記録項目で検索できます。 

①初期登録されている記録項目のうち、証憑番号、取引年月日と取引金額等は、範囲指

定して検索できます。 

※ 「取引年月日」は、メニュー「事業年度」の「事業年度の利用の有無」で「書類の

検索や証憑番号の自動付番で利用する」が選択されている場合、日付による範囲

指定の他、事業年度による範囲指定をすることで一課税期間を通して検索できま

す。 

 
②税率別の取引金額、消費税等の検索条件 

「税率別の取引金額、消費税等の検索条件」の右にある[∨]をクリックすると次の
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画面のように、税率別に取引金額、消費税等を入力できる項目が表示されます。 

 
「税率別の取引金額、消費税等の検索条件」の右にある[∧]をクリックすると、税

率別に取引金額、消費税等の入力項目を非表示とします。 

※メニュー「全書類」では、イメージデータのみ「税率別の取引金額、消費税等」

の検索が可能です。 

(2) 別途登録した記録項目で検索できます。 

登録した記録項目のうち、データ型を「コード」、「数値」、「年月日」、「年月」で登録

した記録項目については、範囲指定して検索できます。 

(3) 検索では、記録項目の他に、次の項目でも書類を検索できます。 

①書類の種類 

②書類の分類 

③管理番号（範囲を指定して検索が可能。書類の画像の検索が可能） 

④連携システム（連携システムが未保存の書類の検索も可能） 

⑤登録者 

⑥登録年月日（範囲を指定して検索可能） 

⑦書類の確定の有無（システム設定の「メニュー権限」の設定により、メニュー「保存

書類の確定」を利用できるユーザがいる場合にのみ利用できます） 

(4) 検索では、上記(1)～(3)の内容を複数組み合わせて検索できます。 

(5) 検索では、書類の分類や書類の種類を横断して登録者や取引先名などで検索できます。 

(6) 検索では、記録項目が空欄の書類を検索できます。 

(7) 検索画面の下部の設定で、検索の際に削除した書類を検索対象に含むか否か、削除済

み書類のみ検索対象にするかの３つの検索方法を指定できます。 

(8) 検索結果は、メインメニューに書類の１ページ目の画像の他、次の内容が表示されま

す。 

①書類の分類（コードだけではなく名称で確認できます） 

②証憑番号 

③取引年月日 

④取引先名 

⑤取引金額 
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※1 書類の詳細を確認する場合は、確認する書類をマウスでダブルクリックするか確認

する書類を選択し、［詳細表示］ボタンを押します。 

※2 複数の書類が検索で該当した場合、該当した書類は、メインメニューに全て表示さ

れます。 

(9) 検索結果の一覧を印刷する場合は、Ｗｅｂブラウザの印刷機能で印刷します。 

＜ご参考＞ 

仕訳に書類（証憑）を貼付している場合は、ＴＫＣ会計システムの「仕訳帳」等か

ら条件を指定して仕訳を検索し、その仕訳に関連する書類として検索することもでき

ます。 

 ①ＴＫＣ会計システムの「仕訳帳」等の検索機能は次のとおりです。 

  1)書類に関連する仕訳の計上年月日、取引金額、取引先を検索の条件として設定

することができます。 

  2)証憑番号、計上年月日（必須入力）、取引金額（必須入力）は範囲を指定して

検索できます。 

3)一課税期間を通して検索できます。 

  4)２以上の記録項目を組み合わせて検索できます。 

  5)取引先が空欄であるものを検索できます。 

  6)検索した仕訳の一覧と、その仕訳に貼付した書類が結果として表示されます。 

  7)検索結果には、証憑番号、計上年月日、取引先、取引金額が含まれます。 

 ②検索できる期間は、仕訳の保管期間に限定されます。仕訳の保管期間外の書類、

仕訳として起票されない書類及び削除・差し替えを行った書類については、証憑

保存機能から検索してください。 

 ③検索項目を上記の「仕訳帳」、証憑保存機能のいずれで充足するかは、「書類の種

類」などによって明確に区分するなどの管理を行い、検索結果を速やかに出力で

きるようにしてください。 

 

  

検索結果がこの場所に表示されます。 
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９．詳細表示 

＜ 画面 ＞ 

(1) ペポルインボイス 

 
①上図の①では、受信したペポルインボイスの画像を確認できます。 

※ 削除された書類の場合は、画面左上に     と表示されます。 

②上図の②では、次の内容を確認できます。 

1)事業年度 

※ 「事業年度で書類を検索する機能を利用する場合」又は「証憑番号を事業年度ごと

に付番する場合」のみ表示されます。 

2)証憑番号 

3)書類の種類名 

4)上記3)が属する書類の分類名 

5)書類の種類を変更したユーザＩＤ 

※「未分類」の場合は、受信者のメールアドレスに紐づくユーザＩＤ 

6)書類の種類を変更した日時 

※「未分類」の場合はインボイスを受信した日時 

7)削除したユーザＩＤ 

8)削除した日時 

9)削除理由 

※上記6)～8)は、削除済のインボイスの場合のみ確認可能です。 

9)承認したユーザＩＤ 

10)承認状況 

11)承認した日時 

  12)保存申請したユーザＩＤ 

  13)申請状況 

  14)保存申請した日時 

  15)差戻し理由 

※1 上記12)～14)は、保存申請したインボイスの場合のみ確認可能です。 

※2 上記15)は、承認者により差し戻された書類の場合のみ確認可能です。 

① 

② 
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12)取引内容 

(2) イメージデータ 

 
①上図の①では、イメージデータ（削除された書類と差し替え後の書類を含む）を分割

することなく、拡大等して内容を確認できます。 

※1 削除された書類の場合は、画面左上に     と表示されます。 

※2 証憑番号を付番する書類では、画面①の画面上に「証第  号」が表示されます。

ただし、原本の高解像度の画面では表示されません。 

 
※3 巡回監査支援システムの「証憑へのチェックマーク付与機能」により、書類にチェ

ックが付された場合は、次のように画面上に赤色のチェックが表示されます。ただ

し、原本の高解像度の画面では表示されません。 

 
※4 取引内容の連携システムが指定されている書類の場合は、画面上部の管理番号の下

に連携システムコードと連携システム名が表示されます。 

②上図の②では、次の内容を確認できます。 

1)事業年度 

※ 「事業年度で書類を検索する機能を利用する場合」又は「証憑番号を事業年度ごと

に付番する場合」のみ表示されます。 

2)証憑番号 

3)スキャン時に選択した書類の種類名（コードだけではなく名称で確認できます） 

4)上記3)が属する書類の分類名（コードだけではなく名称で確認できます） 

① ② 

③ 

④ 
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5)書類を保存したユーザＩＤ（差替え書類の場合は、書類の差し替えを行ったユーザ

ＩＤが表示されます） 

6)保存した日時（差替え書類の場合は、書類の差し替えを行った日時が表示されます） 

7)削除したユーザＩＤ 

8)削除した日時 

9)削除理由 

10)差し替え理由 

※1 上記7)～9)は、削除書類の場合のみ確認可能です。 

※2 上記10)は、差し替え前の書類でのみ確認可能です。 

③上図の③では、次の内容が確認できます。 

1)承認したユーザＩＤ 

2)承認状況 

3)承認した日時 

  4)保存申請したユーザＩＤ 

  5)申請状況 

  6)保存申請した日時 

  7)差戻し理由 

  ※1 上記4)～6)は、保存申請中の書類の場合のみ確認可能です。 

  ※2 上記7)は、承認者により差し戻された書類の場合のみ確認可能です。 

④上図の④では、各書類の取引内容を確認できます。 

＜ 操作説明 ＞ 

(1) ペポルインボイス 

①［前へ］、［次へ］ボタン 

一覧の並び順のとおりに、前の書類や次の書類を確認できます。 

 ②[書類の種類等の変更]ボタン 

   書類の種類、取引内容を変更する場合は、当ボタンを利用します。なお、承認者よ

り承認を受けた書類は、書類の種類等を変更できません。 

 ③[削除]ボタン 

ペポルインボイスを削除する場合は、当ボタンを利用します。なお、「未分類」の

ペポルインボイスは削除できません。つきましては、上記②の[書類の種類等の変更]

ボタンにより、書類の種類を選択後にペポルインボイスを削除してください。なお、

承認者より承認を受けた書類は、削除できません。 

④[イメージ表示]ボタン 

保存したペポルインボイスを印刷などする場合は、当ボタンを利用し印刷イメージ

を表示します。なお、当画面から印刷を行う場合、明細数が多いと印刷までに時間を

要する場合がありますのでご注意ください。 

 ⑤[戻る]ボタン 

   書類の一覧画面に戻ります。 

⑥[申請]ボタン 

   承認を要する書類の場合は、当ボタンを押すことで承認者に保存申請できます。 

 ⑦[承認]ボタン 

   申請者より保存申請された書類は、当ボタンを押すことで申請を承認します。 

 ⑧[差戻し]ボタン 

   申請者より保存申請された書類は、当ボタンを押すことで申請を差し戻します。 

 ⑨[承認履歴]ボタン 

   現在までの承認履歴を確認できます。 
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(2) イメージデータ 

①［前へ］、［次へ］ボタン 

メインメニューの一覧の並び順のとおりに、前の書類や次の書類を確認できます。 

②取引内容の読み取り位置を表示 

取引内容をＯＣＲ機能で読み取った書類の場合は、当チェックを付けると画像上に

読み取った箇所が青枠で囲われます。差し替え書類の場合は、取引内容をＯＣＲ機能

で読み取らないため、当チェックを付けても青枠は表示されません。 

 
③［修正］ボタン 

書類の保存後、ＯＣＲ読み取りで読み取った管理番号が異なっていた場合などに、

当ボタンを利用し、管理番号を修正します。 

④[差替え(スキャン)］ボタン 

書類を差し替える場合は、当ボタンを利用します。 

⑤[差替え(ﾌｧｲﾙ読込)]ボタン 

書類を差し替える場合は、当ボタンを利用します。 

⑥［削除］ボタン 

書類を削除する場合は、当ボタンを利用します。 

⑦［高解像度（原本）］ボタン 

書類の検索と表示の速度を高めるため、通常時は、画質を抑えた画像を表示してい

ます。当ボタンを利用すると制度要件を満たした画像（スキャン時の画質の画像）を

確認できます。 

⑧［ダウンロード］ボタン 

保存した書類を印刷などする場合は、当ボタンを利用します。 

⑨［取引内容の編集］ボタン 

1)書類の保存後に、次の内容を修正する場合は、当ボタンを利用します。なお、承認

者より承認を受けた書類は、取引内容を変更できません。 

a．書類の種類 

b．取引内容 

2)書類の保存後に、取引内容を手入力する場合も当ボタンを利用します。 

3)申請済みの書類は、上記1)の内容を修正できません。 

3)承認者により承認された書類は、上記1)の内容を修正できません。 

⑩［証憑番号付番］ボタン 

証憑番号を自動付番する書類であるにも関わらず、証憑番号が付されていない書類

の場合は、当ボタンが表示されます。当ボタンによる付番は、次のとおりです。 

1)保存順で付番 

当ボタンが押された時点までに付番されている番号の次の番号が付番されます。 

2)事業年度ごとに付番 

取引内容の取引年月日が属する事業年度の書類として証憑番号が付番されます。 
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⑪その他機能 

    画像を段階的に拡大します。 

    画像を段階的に縮小します。 

    画像の全体を表示します。 

    画像の表示を画像の横幅に合わせます。 

画像を回転させます。 

 

⑫差し替え書類の場合 

画面右上の赤枠で囲った欄で差し替え前の書類を全て確認できます。削除した書類

であっても、差し替えが行われていた場合は、差し替え前の書類をすべて確認できま

す。 

 
⑬[申請]ボタン 

   承認を要する書類の場合は、当ボタンを押すことで承認者に保存申請できます。 

 ⑭[承認]ボタン 

   申請者より保存申請された書類は、当ボタンを押すことで申請を承認します。 

 ⑮[差戻し]ボタン 

   申請者より保存申請された書類は、当ボタンを押すことで申請を差し戻します。 

 ⑯[承認履歴]ボタン 

   現在までの承認履歴を確認できます。 
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Ⅴ 証憑の登録 

１．[登録(スキャン)]機能による場合 

＜ 画面１ ＞領収書等ＡＩ読取りオプション」をご利用でない場合 

 

  

詳細確認画面 

サムネイル画面 

ページ表示画面 
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＜ 画面２ ＞「領収書等ＡＩ読取りオプション」をご利用の場合 

 
(1) ＜画面１＞のサムネイル画面では、各書類の１ページ目の画像を表示します。 

(2) ＜画面１＞の詳細確認画面では、サムネイル画面の画像を拡大表示します。保存前に

画像の内容を確認します。複数ページある書類の画像の確認は、詳細確認画面の上の

［＜］［＞］ボタンでページを切り替えて行います。なお、取引内容をＯＣＲ機能で読

み取る設定の書類をスキャン(ファイル読込)した場合、読み取った箇所が青枠で囲われ

ます。 

 
(3) ＜画面１＞のページ表示画面では、サムネイル画面の書類の全ページを表示します。

ページ表示画面でページの並び替えや不要なページの削除を行います。また、ページの

分割機能により、ページ表示画面に表示されているページを別の書類に分割することも

できます。 

(4) システム設定のメニュー「記録項目の選択」で管理番号を利用する設定としている書

類の場合、次の画面のとおり、「管理番号を表示」チェックボックスが表示されます。

当チェックボックスにチェックした場合、管理番号を一覧表示する画面に切り替わりま

詳細確認画面 

サムネイル画面 

ページ表示画面 
[ＡＩ読取]ボタン 

[設定]ボタン(内容変更) 
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す。ここで管理番号の一覧を確認し、必要に応じて修正します。 

(5) 「領収書等ＡＩ読取りオプション」をご利用の場合、通常の「登録（スキャン）」と比

べ、次の内容が異なります。 

 ①＜画面２＞の[サムネイル画面]に「サムネイル画面」に[未読取り]のアイコンを表示 

 ②＜画面２＞の[F6 ＡＩ読取]ボタン 

 ③＜画面２＞の[設定]ボタンの内容変更 

 

＜ 管理番号を利用する書類の画面 ＞ 

 
 

 

 

 

 

 

  

管理番号表示のチェックボックスにより 

画面が切り替わり、ＯＣＲで読み取った 

管理番号の確認が行いやすくなります。 
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＜ 操作説明 ＞ 

(1) 書類の種類の選択 

①［登録（スキャン）］ボタンを押すと次の一覧画面が表示されます。「未保存の書類数」

欄では、スキャン又はＰＤＦ等のファイルを読み込み後、保存されていない書類の数

を確認できます。 

 
 

②なお、電子取引データの要件を満たして保存する書類の種類を選択した場合は、(2)

以降でご説明する次の機能は使用できません。 

 1)[スキャン]ボタン 

 2)[頁追加(スキャン)]ボタン 

 3)[頁追加（読込）]ボタン 

 4)[設定]ボタン 

 5)画像の結合機能 

 6)画像の分割機能 

 7)ページの並び替え機能 

 8)ページの削除機能 
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③「スキャン」又は「ファイル読込」後に書類の種類を選択する場合は、「未分類（後

で分類）」を選択します。なお、管理番号をＯＣＲ機能で読み取る場合は、管理番号

を読み取れないため、「未分類（後で分類）」を選択しないでください。 

 
(2) ［スキャン］ボタン 

①直接スキャナなどを起動する場合は、当ボタンを利用します。 

※1 複数のメーカーのスキャナをパソコンに接続するなどして利用している場合は、［ス

キャン］ボタンを押す前に、［設定］ボタンにより通常使用するスキャナを選択し

ます。 

※2 1,000ページを超える書類については、保存できないようにしています。 

②当ボタンを押すと、次の画面が表示されます。 

ScanSnapをご利用の場合 ScanSnap以外のスキャナをご利用の場合 

 

 

 

  

スキャン等の後、［選択］ボタン

を押すと書類の種類一覧が表示さ

れますので、種類を選択します。 

「書類の種類」を選択した書類について

は、「分類済」の文言が表示されます。 
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③複数画像を読み取る場合の書類の作成方法 

1)「画像１枚ごとに書類を作成する」を選択した場合 

 
2)「画像をすべてまとめて１つの書類を作成する」を選択した場合 

 
④読み取り面の選択 

iX500、iX1500、iX1600、iX1300、S1300iをご利用の場合は、スキャンを行う都度、

両面をスキャンするか片面のみをスキャンするかを指定できます。 

なお、選択した読み取り面は、「書類の種類」ごとに保存し、次回のスキャン時に

初期表示します。 

※ iX100、SV600、S1100は、片面読み取りのみの機種のため、両面読み取りは選択で

きません。 

  

スキャナにセットされた書類の束

の一枚一枚を別の書類と判断し、

画像を取り込みます。 

スキャナにセットされた書類

の束の一枚一枚を一つの書類

の別ページと判断し、画像を

取り込みます。 
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(3) ［頁追加(スキャン)］ボタン 

当ボタンにより、スキャンされた書類は、詳細確認画面に表示されている書類の後ろ

の頁に追加されます。 

(4) ［ファイル読込］ボタン 

①書面として受領し、スキャナ又は複合機でＰＤＦ等として作成したファイルあるいは

電子取引データとして受領した請求書等のＰＤＦ等のファイルを保存する場合は、当

ボタンを利用します。なお、当ボタンで選択できるファイルは、次の拡張子のファイ

ルのみです。 

1)「.jpg」 2)「.jpeg」 3)「.bmp」 4)「.png」 5)「.pdf」 

②また、下記のファイルは当ボタンで読み込むことができません。 

1)パスワードを設定しているＰＤＦファイル 

2)内容のコピーが許可されていないＰＤＦファイル(※) 

3)ファイルサイズが20MBを超えるファイル 

※ 上記(1)でスキャナ保存制度の要件を満たして保存する書類の種類を選択した場合

のみ登録できません。 

③当ボタンを押すと［スキャン］ボタンのScanSnap以外のスキャナをご利用の場合と同

様に「書類の作成方法」のダイアログが表示されます。処理内容についても同様です。 

(5) ファイル読み込み時のご注意 

①Word、Excel、システムなどから出力されたＰＤＦファイルを読み込む場合 

1)スキャナ保存制度の保存対象とな

る書類は、スキャナなどの入力装

置で電磁的記録にされた国税関係

書類とされています（電帳法第4

条第3項）。よって、読み込まれる

ＰＤＦファイルがWord、Excel、

システムなどから出力された場合

などは、右のメッセージが表示されます。 

2)なお、このような形式のファイルが読み込まれた場合は、該当する書類の詳細確認

画面に次のように文言が表示され、ファイル読み込み後でも、スキャナ保存制度の

保存対象外の書類か否かを確認できます。当文言を非表示にする場合は、文言右の

×ボタンを押します。 

 

 

 

 

②解像度等の要件を満たしていないファイルを読み込む場合 

1)スキャナ保存制度の保存要件として、保存された画像の解像度等の要件があります。

よって、解像度等の要件に満たないファイルが読み込まれる場合は、次のメッセー

ジが表示されます。 

 
2)なお、要件に満たないファイルが読み込まれた場合は、該当する書類の詳細確認画

面に次のように文言が表示され、ファイル読み込み後でも解像度等の要件を満たす

か否かを確認できます。当文言を非表示にする場合は、文言右の×ボタンを押しま
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す。 

 

 

 

 

③ScanSnapからファイルとして読み込む場合 

ScanSnapをご利用で、［スキャン］ボタンから書類をスキャンせず、事前に書類を

スキャンした後、［ファイル読込］ボタンで画像を取り込む場合は、ScanSnap Manager

の「アプリケーションの選択」で「指定したフォルダに保存」など、「証憑保存」以

外を選択してください。「証憑保存」を選択すると、［スキャン］ボタンと同様にスキ

ャンします。 

 
 ④タイムスタンプを付与できないＰＤＦファイルが読み込まれた場合 

次のＰＤＦファイルが読み込まれた場合、正常にタイムスタンプを付すことができ

ません。よって、こうしたＰＤＦファイルが読み込まれた場合は、該当する書類の詳

細確認画面に次のように文言が表示され、自動的にＰＤＦファイルの再作成を行い、

再作成したＰＤＦファイルに対しタイムスタンプを付与して保存します。 

なお、再作成前のＰＤＦファイルは保存されません。 

※ ＰＤＦファイルを再作成した場合、再作成前のＰＤＦファイルよりもファイルサ

イズが大きくなる場合がございます。 

1)署名が許可されていないＰＤＦファイル 

2)ヘッダー情報等が規格どおり作成されていないＰＤＦファイル 

3)PDF/A-1規格のＰＤＦファイル 

 
(6) ［頁追加（読込）］ボタン 

当ボタンにより読み込まれた書類は、詳細確認画面に表示されている書類の最後の頁

に追加されます。 

(7) ［保存］ボタン 

サムネイル画面で選択している画像をＴＫＣデータセンターに保存します。なお、証

憑番号を事業年度ごとに付番する書類は、取引内容の取引年月日が未入力の場合、保存

できません。 

※1 保存ボタンが押された直後に、アマノ株式会社の「タイムスタンプサービス

3161」が自動的に付与されます。「タイムスタンプサービス3161」のサービス概要は

アマノセキュアジャパンのＨＰをご確認ください。 

（https://www.e-timing.ne.jp/product/timestamp/characteristic/typet/） 

※2 保存した日時は、情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）のＮＴＰサーバーから時刻情報

を取得し、その時刻を書類の「登録日時」として記録しています。なお、「登録日時」

は変更できません。 

※3 「書類の種類」が「未分類（後で分類）」の画像は、保存できません。 

https://www.e-timing.ne.jp/product/timestamp/characteristic/typet/
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※4 「保存」又は「削除」されていない画像は、保存又は削除されるまで、当画面上

に残ったままとなります（当画面を終了し、再度開いた場合は、保存又は削除して

いない画像が残っています）。 

(8) ［削除］ボタン 

サムネイル画面で選択している画像を削除します。 

(9) ［管理番号入力］ボタン 

管理番号を使用する書類の種類の場合に、ボタンが表示されます。当ボタンは、次の

場合に利用します。 

①スキャン（ファイル読込）時にＯＣＲ読み取り機能で読み取った管理番号が実際の番

号と異なる場合 

②「スキャン」又は「ファイル読込」後（画像の保存前）に管理番号を手入力する場合 

(10)［取引内容入力］ボタン 

画像の保存前に、ＯＣＲ機能で読み取った取引内容の確認や取引内容を手入力する場

合は、[取引内容入力]ボタンを押します。なお、各記録項目で入力できる内容は、次の

とおりです。 

①取引年月日 ※初期登録されている項目 

カレンダーから選択できます。証憑番号を事業年度ごとに付番する書類の場合は、

必須入力の項目になります。 

②電話番号 ※初期登録されている項目 

整数と半角の｢-｣で２０桁まで 

③取引先名 ※初期登録されている項目 

全半角６０文字まで入力できます。 

④取引金額 ※初期登録されている項目 

整数１１桁まで入力できます。（マイナスも含む） 

⑤消費税等 ※初期登録されている項目 

整数１１桁まで入力できます。（マイナスも含む） 

⑥税率別の取引金額、消費税等、元帳摘要 ※「使用する」としている場合 

税率別の取引金額、消費税等は整数１１桁まで入力できます（マイナスも含む）。

取引内容の入力時は、すべての税率別の取引金額、消費税等及び元帳摘要の入力欄が

表示されます。 

[更新]ボタン押下後は、入力された項目のみ表示されます。 

⑦品名 ※初期登録されている項目 

全半角１２００文字まで入力できます。 

⑧登録した記録項目 

1)データ型が「コード」の場合 

半角英数３０文字まで入力できます。なお、小文字は入力できません。 

2)データ型が「文字」の場合 

全半角６０文字まで入力できます。 

3)データ型が「数値」の場合 

整数１１桁、小数点以下第４位まで入力できます。 

4)データ型が「年月日」、「年月日（期間）」の場合、カレンダーから選択できます。 

5)データ型が「チェックボックス」の場合 

チェック権限がある業務分類が割り当てられているユーザの場合、チェックでき

ます。 
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(11)［設定］ボタン 

 
①複数のスキャナをパソコンに接続するなどして利用している場合は、当ボタンにより

通常使用するスキャナを選択します。 

②「領収書等ＡＩ読取りオプション」をご利用の場合、ＡＩ読み取り（取引内容の文字

認識）のタイミングを次から選択できます。 

1)手動（[F6 ＡＩ読取]ボタン押下時） 

前述の(1)～(2)のとおり、画像の読み取り時にはＡＩ読み取りせず、画面でサムネ

イル等を確認した後、[F6 ＡＩ読取]ボタン押下により、未読み取りの書類に対しＡＩ

読み取りを実行します。 

2)自動（画像の読み取り時） 

a.従来の「登録（スキャン）」と同様、画像の読み取りと同時にＡＩ読み取りしま

す。そのため、[F6 ＡＩ読取]ボタンは表示されません。 

 

[F6 ＡＩ読取]ボタンは表示さ

れません。 
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b.自動でＡＩ読み取りする場合は、スキャンする際に、白紙を読み取らないよう、

あるいは歪みやシワができないようにご注意ください。 

c.自動（画像の読み取り時）に変更する際は下記の確認メッセージが表示されます。

変更する前に「未読取り」状態の書類は、変更後ＡＩ読み取りできませんのでご

注意ください。 

 
※ なお、上記1)、2)いずれの設定であっても書類の種類を「未分類（後で分類）」

から、ＯＣＲ読み取りする他の「書類の種類」に変更した場合は、その変更時

点で自動的にＡＩ読み取りを行います。 

(12)［F4 全保存］ボタン 

サムネイル画面に表示されている全ての画像を保存します。 

(13)［F5 全削除］ボタン 

サムネイル画面に表示されている全ての画像を削除します。 

(14) ［F6 ＡＩ読取］ボタン 

①[F6 ＡＩ読取]ボタンをクリックすると、右

の画面が表示され「未読取り」の各書類の

１ページ目がＡＩ読み取りされます。その

読み取り結果が「取引年月日」「取引先」

「取引金額」等として記録されます。 

②注意事項 

1)ＡＩ読み取りを行わない書類 

「領収書等ＡＩ読取りオプション」は、領収書・請求書を想定してＡＩ読み取りを

実施します。領収書・請求書以外(契約書、入出金伝票、銀行振込の控え等)を読み

取った場合は、ＡＩ読み取りせずに「保存」してください。 

※ 領収書、請求書以外の書類でも、ＡＩ読み取りすると「領収書等ＡＩ読取りオプ

ションの読取り枚数」としてカウントされます。 

2)白紙を読み取った場合 

a.ＡＩ読み取りの対象である１ページ目が白紙である書類は、ＡＩ読み取りを行っ

ても何も記録されません。 

b.また、１ページ目に歪みやシワのある書類は、精度の高いＡＩ読み取りが行えま

せん。 

c.画面で確認の上、該当する書類があれば削除し、再度スキャンを行ってください。 

※ 白紙、歪みやシワのある書類でも、ＡＩ読み取りすると「領収書等ＡＩ読取りオ

プションの読取り枚数」としてカウントされます。 



94 

 

 
(15)［F8 種類選択］ボタン 

スキャンする書類の種類を切り換えます。 

(16)画像の結合 

サムネイル画面でマウスを右クリックすると「結合(Ｂ)」が表示されます。当処理で

は、サムネイル画面で選択状態となっている画像をその画像の一つ上の画像に結合しま

す。 
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＜操作方法＞ 

結合する画像を選択し、右クリックし、「結合」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17)画像の分割 

ページ表示画面でマウスを右クリックすると「分割(Ｓ)」が表示されます。当機能に

より、ページ表示画面で選択中のページ以降を別の書類の画像として分割します。分割

した画像は、サムネイル画面に表示されます。 

 

＜操作方法＞ 

他の書類にする画像を選択し、右クリックし、「分割」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一つ上の書類の最終ページに結合されます。 

別の書類の画像とし

て分割されます。 
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(18)サムネイルの並べ替え 

サムネイル画面で移動させるサムネイルをマウスでドラッグし、該当の場所でドロッ

プし並べ替えを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19)ページの並べ替え 

ページ表示画面で並べ替える画像をマウスでドラッグし、該当の場所でドロップし並

べ替えを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20)ページの削除 

ページ表示画面の削除するページにマウスポインタを移動させ、マウスを右クリック

すると「削除(Ｄ)」が表示されます。当機能により、ページを削除できます。 

なお、Ctrl＋マウス左クリックで複数のページを選択した上で複数のページを削除で

きます（全てのページを削除する場合は、上記(8)の［削除］ボタンを押してください）。 

 

＜ 管理番号をＯＣＲ機能で読み取る場合のご注意 ＞ 

(1) 管理番号をＯＣＲ機能により読み取る書類の場合、読み取った管理番号ごとに書類を

自動的に分割します。 

(2) 管理番号が記載されているにもかかわらず、読み取ることができなかった場合は、読

み取ることができた画像の次ページに挿入されます。このような場合は、画像の分割機

能を利用してください。 

 

＜ 電子取引データの保存要件（真実性の要件）の確保について＞ 

(1) 電子帳簿保存法施行規則第４条第１項では、電子取引データの保存要件（真実性の要

件）の確保の方法について、次のいずれかの措置を行うことを定めています。 

①タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う 

②取引情報の授受後、速やかに（又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、

速やかに）タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を

確認できるようにしておく 

②正しいページの位置までマウスを移動させ、マウスの左ボタンを離します。 

①並べ替えるページをマウ 

スの左ボタンを押し続け 

選択状態とします。 

①並べ替えるサムネイルをマウスの左ボタンを押し続け選択

状態とします。選択中のサムネイルは網掛けになります。 

②①の状態でマウスを移動させると移動先のサムネイルが

反転します。反転中のサムネイルでマウスの左ボタンを

離すと反転中のサムネイルの上に選択中のサムネイルが

移動します。 

※ 左の場合は、一番上に移動。 
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③記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム

又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存

を行う。 

④正当な理由がない訂正・削除の褒美に関する事務処理規程を定め、その規程に沿った

運用を行う。 

(2) 証憑保存機能では、[保存]ボタンが押された直後にタイムスタンプを付与すること(上

記(1)②の方法)によって、要件を満たしています。 

（ご参考となる「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】（令和４年６月）） 

問４、問35、問37、問38（※） 

※問38において、「電子メール等で受領した領収書データ等を保存する場合、別途、不

当な訂正・削除 を防止するための事務処理規程を制定して遵守するなどの方法によっ

て改ざん防止のための 措置を講じることが必要です」とあるのは、上記(1)③の要件

で保存する前提での解説です。証憑保存機能には該当しません。 
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２．[登録(ファイル読込)]機能による場合 

＜ 画面１ ＞「領収書等ＡＩ読取りオプション」をご利用でない場合 

 
 

＜ 画面２ ＞「領収書等ＡＩ読取りオプション」をご利用の場合 

 
  

サムネイル画面 

ＡＩ読取りのタイミングの変更 

[ＡＩ読取り]ボタン 

未読取りアイコン

ん 
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＜ 画面３ ＞承認機能をご利用の場合 

 
 

(1) ＜画面１＞のサムネイル画面では、各書類の１ページ目の画像を表示します。 

(2) 「領収書等ＡＩ読取りオプション」をご利用の場合、通常の「登録（スキャン）」と比

べ、次の内容が異なります。 

①＜画面２＞のＡＩ読取り（取引内容の文字認識）のタイミングの変更 

②＜画面２＞の[ＡＩ読取り]ボタンの表示 

③＜画面２＞の「未読取り」のアイコンを表示 

  ※ 画像を読み取った後、各書類に対し「未読取り」のアイコンが表示されます。なお、

この時点ではまだＡＩ読み取りされていません。 

(3) 承認機能をご利用の場合、＜画面３＞のサムネイル画面に[申請]ボタンを表示します。 

＜ 操作説明 ＞ 

当画面では、次の処理を行えます。 

(1) 「書類の種類」 

書類の種類を選択できます。なお、電子取引データの要件を満たして保存する書類の

種類を選択した場合は、下記(2)以降でご説明する次の機能は使用できません。 

①ページの並び替え機能 

②ページの削除機能 

③画像の分割機能 

④ページの追加機能 

⑤画像の結合機能 

(2) 「ＡＩ読み取り（取引内容の文字認識）のタイミング」の変更 

次から選択できます。 

①手動 

画像の読み取り時にはＡＩ読み取りせず、画面で画像を確認した後、[ＡＩ読取り]

ボタン押下により、未読み取りの書類に対しＡＩ読み取りします。 

②自動（画像の読み取り時） 

画像の読み取りと同時にＡＩ読み取りします。そのため、[ＡＩ読取り]ボタンはク

リックできません。 

[申請]ボタン 
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(3) ファイルの登録方法 

  書面として受領し、スキャナ又は複合機でＰＤＦ等として作成したファイルあるいは、

電子取引データとして受領した請求書等のＰＤＦ等のファイルを、次の方法で登録する

ことができます（最大40ファイル選択可能）。 

①ドラッグ＆ドロップによる登録方法 

下図のとおり、画面領域にファイル等をドラッグ＆ドロップすることでファイルを

登録できます（※）。 

（※）ご利用のメールソフトによっては、そのメールソフト内の添付ファイルをドラ

ッグ＆ドロップすることでファイルを登録できます。 

 
  

自動の場合は[ＡＩ読取り]ボタンを

クリックできません。 
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②［ファイル選択］ボタンによりファイルを選択して登録する方法 

[ファイル選択]ボタンをクリックすることで、下図のとおりファイル選択画面から

ファイルを選択し登録できます。 

 
(4) ［ＡＩ読取り］ボタン 

①[ＡＩ読取り]ボタンをクリックすると、右の画面が表

示され「未読取り」の各書類の１ページ目がＡＩ読み

取りされます。その読み取り結果が「取引年月日」「取

引先」「取引金額」等として記録されます。 

②注意事項 

1)ＡＩ読み取りを行わない書類 

a.「領収書等ＡＩ読取りオプション」は、領収書・請求書を想定してＡＩ読み取り

を実施します。領収書・請求書以外(契約書、入出金伝票、銀行振込の控え等)を

読み取った場合は、ＡＩ読み取りせずに「保存」してください。 

※ 領収書、請求書以外の書類でも、ＡＩ読み取りすると「領収書等ＡＩ読取りオプ

ションの読取り枚数」としてカウントされます。 

2)白紙を読み取った場合 

a.ＡＩ読み取りの対象である１ページ目が白紙である書類は、ＡＩ読み取りを行っ

ても何も記録されません。 

b.また、１ページ目に歪みやシワのある書類は、精度の高いＡＩ読み取りが行えま

せん。 

c.画面で確認の上、該当する書類があれば削除し、再度スキャンを行ってください。 

※ 白紙、歪みやシワのある書類でも、ＡＩ読み取りすると「領収書等ＡＩ読取りオ

プションの読取り枚数」としてカウントされます。 
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(5) ファイル読み込み時のご注意 

①登録可能な拡張子は次のファイルのみです。 

1)「.jpg」 2)「.jpeg」 3)「.bmp」 4)「.png」 5)「.pdf」 

②下記のファイルは登録することができません。 

1)パスワードを設定しているＰＤＦファイル 

2)内容のコピーが許可されていないＰＤＦファイル(※) 

3)スキャナ等の入力装置以外で作成されたＰＤＦファイル(※) 

4)ファイルサイズが20MBを超えるファイル 

※ 上記(1)でスキャナ保存制度の要件を満たして保存する書類の種類を選択した場合

のみ登録できません。 

③解像度等の要件を満たしていないファイルを読み込む場合 

スキャナ保存制度に基づく書類の場合、スキャナ保存制度の保存要件として、保存

された画像の解像度等の要件があります。よって、解像度等の要件に満たないファイ

ルが読み込まれる場合は、該当する書類の画面に     が表示され、ファイル読

み込み後でも解像度等の要件を満たすか否かを確認できます。 

 ④タイムスタンプを付与できないＰＤＦファイルが読み込まれた場合 

次のＰＤＦファイルが読み込まれた場合、正常にタイムスタンプを付すことができ

ません。よって、こうしたＰＤＦファイルが読み込ま

れた場合は、該当する書類の詳細確認画面に右図の文

言が表示され、自動的にＰＤＦファイルの再作成を行

い、再作成したＰＤＦファイルに対しタイムスタンプ

を付与して保存します。 

なお、再作成前のＰＤＦファイルは保存されませ

ん。 

※ ＰＤＦファイルを再作成した場合、再作成前のＰＤＦファイルよりもファイルサ

イズが大きくなる場合がございます。 

1)署名が許可されていないＰＤＦファイル 

2)ヘッダー情報等が規格どおり作成されていないＰＤＦファイル 

3)PDF/A-1規格のＰＤＦファイル 

(6) [詳細表示］ボタン 

サムネイル画面に表示されている書類を選択し、［詳細表示］ボタンをクリック又は

ダブルクリックで選択した書類を拡大できます。また、次の処理を行うことができます。 

①ページの並び替え 

＜操作方法＞ 
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ページ表示画面で並べ替える画像をマウスでドラッグし、該当の場所でドロップし

並べ替えを行います。 

 
 

 

 

②ページの削除 

＜操作方法＞ 

ページ表示画面の削除するページにマウスポインタを移動させ、下図の削除アイコ

ン（ゴミ箱）をクリックします。当機能により、ページを削除できます。 

 
③画像の分割 

＜操作方法＞ 

ページ表示画面の分割するページにマウスポインタを移動させ、下図の分割アイコ

ン（ハサミ）をクリックします。当機能により、ページ表示画面で選択中のページ以

降を別の書類の画像として分割します。分割した画像は、一覧に表示されます。 

①並べ替えるページをマウ 

スの左ボタンを押し続け 

選択状態とします。 

②正しいページの位置までマウスを移動させ、マウスの左ボタンを離します。 
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④ページの追加 

  [ファイル選択]ボタンにより読み込まれた書類は詳細確認画面に表示されている書

類の最後のページに追加されます。 

 
  

別の書類の画像として

分割されます。 
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⑤[ＡＩ読取り(1ページ目)]ボタン 

  書類の１ページ目をＡＩ読取りできます。 

 
(7) [全保存]ボタン又は[全申請]ボタン 

サムネイル画面に表示されている全ての画像を保存又は保存申請します。 

(8) [全削除］ボタン 

サムネイル画面に表示されている全ての画像を削除します。 

(9) [保存]ボタン 

サムネイル画面で選択している画像をＴＫＣデータセンターに保存します。なお、証

憑番号を事業年度ごとに付番する書類は、取引内容の取引年月日が未入力の場合、保存

できません。 

※1 保存ボタンが押された直後に、アマノ株式会社の「タイムスタンプサービス3161」

が自動的に付与されます。「タイムスタンプサービス3161」のサービス概要はアマノ

セキュアジャパンのＨＰをご確認ください。 

（https://www.e-timing.ne.jp/product/timestamp/characteristic/typet/） 

※2 「保存」又は「削除」されていない画像は、保存又は削除されるまで、当画面上に

残ったままとなります（当画面を終了し、再度開いた場合は、保存又は削除していな

い画像が残っています）。 

(10) ［削除］ボタン 

書類を削除する際に使用します。一覧で選択状態の書類で［削除］ボタンを押すと、

その書類を削除できます。また、［詳細表示］ボタンを押した画面でも行えます。 

(11)画像の結合 

＜操作方法＞ 

一覧に表示されている画像をマウスでドラッグし、任意の画像にドロップし画像を結

合できます。なお、電子取引データの書類の種類は結合できません。 

https://www.e-timing.ne.jp/product/timestamp/characteristic/typet/
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画像は最終ページに結合されます。 
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Ⅵ ＴＫＣ証憑保存ツール 

１．インストール 
(1) 画面右上の   をクリックし「ＴＫＣ証憑保存ツールのインストール」を選択しま

す。 

 
※ＦＸクラウドシリーズをご利用かつWindowsの「標準ユーザ」でＰＣにログインしてい

る場合は、ＴＫＣ証憑保存ツールを利用できません。 

(3) 次の画面が表示されます。[はい]ボタンをクリックしてください。 

 
(4) インストール終了後、次の画面が表示されます。[ＯＫ]ボタンをクリックしてくださ

い。 

 
 

以上でインストールは、終了です。 
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２．操作方法 
ＴＫＣ証憑保存ツールを利用すると電子取引データを容易な操作で保存できるように

なります。例えば、ＥＣサイトに表示された領収書等の電子取引データをブラウザの

「印刷」操作だけで、保存できるようになります。操作方法は次のとおりです。 

(1) ブラウザの[印刷]ボタン（または、[Ctrl]＋[P]）をクリックします。 

 

  



109 

 

(2) 「プリンター」欄から「〇〇〇〇用 ＴＫＣ証憑保存ツール」（※「〇〇〇〇」には会

社名を表示）を選択し、[印刷]ボタンをクリックします。 

 
(3) ログイン画面が表示されます。「ユーザＩＤ」と「パスワード」を入力し、[ＯＫ]ボタ

ンをクリックします。※次回以降、ログイン画面は表示されません。 
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(4) [印刷]ボタンクリック後、ブラウザに表示されている領収書等の「詳細表示」画面が

表示されます。必要に応じて[取引内容の編集]ボタンより、「書類の種類」と取引内容

を修正してください。 

 
(5) [保存]ボタンをクリックすると、証憑保存機能に保存されます。 

 

(注) ＴＫＣ証憑保存ツールは、ブラウザに表示されている画像を、一度ＰＤＦファイルに

変換して画像を表示しています。そのため、もとの画像よりもファイルサイズが大きく

なってしまう場合がございます。 
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３．印刷設定 
(1) ＴＫＣ証憑保存ツールの「印刷設定」画面で、保存先である「書類の種類」の初期値

を設定できます。下図のボタンをクリックしてください。 

 

(2) 「プリンターの選択」欄で「〇〇〇〇用 ＴＫＣ証憑保存ツール」を選択し、[詳細設

定]ボタンをクリックしてください。 

 
(3) ログイン画面が表示されます。「ユーザＩＤ」と「パスワード」を入力し、[ＯＫ]ボタ

ンをクリックします。※次回以降、ログイン画面は表示されません。 
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(4) 当画面で、保存先の「書類の種類」の初期値を変更できます。 

 
  

当ボタンをクリックすると、

認証情報を削除します。 
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Ⅶ スマートデバイス用アプリ 

１．初期設定 
(1) 当マニュアルのⅢ１６.「ユーザ」メニューの「スマートデバイスを利用する」にチェ

ックが付されているユーザＩＤでパソコンからログインします。 

(2) 画面右上の  をクリックし「スマートデバイス設定」を選択します。 

 
(3) 次の画面が表示されます。 

 
 

(4) ［Android端末をご利用の方］ボタン又は［iPhone・iPadをご利用の方］ボタンをクリ

ックするとＱＲコードが表示されます。スマートデバイスを起動し、ＱＲコードを撮影

してください。これにより、スマートデバイスの画面が、スマートデバイス用のアプリ

のダウンロードサイトに移動しますので、スマートデバイスにアプリをインストールし

ます。 

①Android端末をご利用の場合 

［Android端末をご利用の方］ボタンをクリックしてください。アプリのダウンロ

ードサイトに移動するＱＲコードが表示されます。 
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※ 当操作を行わなくとも、Google Playで「ＴＫＣ証憑ストレージアプリ」と検索し、

アプリをダウンロードできます。 

②iPhone又はiPadをご利用の場合 

［iPhone・iPadを利用の方］ボタンをクリックしてください。アプリのダウンロー

ドサイトに移動するＱＲコードが表示されます。 

 
※ 当操作を行わなくとも、App Storeで「ＴＫＣ証憑ストレージアプリ」と検索し、

アプリをダウンロードできます。 

  

クリック 

クリック 



115 

 

(5) スマートデバイスにインストールしたアプリを起動し、［証明書の取得］ボタンをタッ

プします。 

＜Android端末（タブレットの画面）＞     ＜iPhone・iPad（iPhoneの画面）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) スマートデバイスのカメラ機能が自動で起動しますので、次の画面の［証明書の取得］

ボタンをクリックして表示されるＱＲコードを撮影します。 

 
  

クリック 
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※1 画面に表示されている証明書のＱＲコードは、[証明書の取得]ボタンが押された後、

２週間まで利用できます。そのため、画面コピーを送付等して、送付された画面コ

ピーのＱＲコードをスマートデバイス等で撮影することによりＴＫＣ証憑ストレー

ジアプリの設定ができます。なお、画面コピーはユーザＩＤごとに行ってください。 

※2 スマートデバイス用のアプリの[証明書の取得]で撮影したＱＲコードは利用できな

くなります。そのため、スマートデバイス用のアプリの[証明書の取得]で証明書の

取得を失敗した場合は、当画面を終了した後、再度、当画面を開き [証明書の取

得]ボタンを押してＱＲコードを撮影してください。 

 

以上で初期設定は、終了です。 
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２．ログイン 
スマートデバイス用のアプリにログインするＩＤとパスワードを入力します。次の操

作を行うとパスワード入力時に入力している文字を表示できます。なお、「ログインし

たままにする」にチェックし、ログインした場合は、次回のアプリの起動からパスワー

ドの入力が不要になります（Android端末の一部の機種では、当機能をご利用できない

場合があります）。 

＜Android端末（タブレットの画面）＞     ＜iPhone・iPad（iPhoneの画面）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

チェックを付けると入力して

いる文字が表示されます。 

上の画面のアイコンをタップすると

入力している文字が表示されます。 
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３．登録（スキャン） 
(1) スマートデバイス用のアプリのメインメニューの［登録（スキャン）］ボタンをタップ

します。 

＜Android端末（タブレットの画面）＞     ＜iPhone・iPad（iPhoneの画面）＞ 
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(2) これから撮影する書類の種類を選択します。 

※1 スマートデバイス用のアプリは、スキャナ保存制度を前提とした機能となるため、書

類の種類の選択画面には、「書類の保存方法」が「スキャナ保存の要件を満たして保存」

とされた「書類の種類」のみ表示します。 

※2 スマートデバイス用のアプリは、保存申請を行えないため、承認を要する「書類の種

類」は表示しません。 

＜Android端末（タブレットの画面）＞     ＜iPhone・iPad（iPhoneの画面）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) カメラ機能が自動で起動しますので、書類を撮影します。なお、撮影時は、書類の全

体が映るように撮影します。 

  

Android端末の場合は、 

タップして選択します。 

iPhone、iPadの場合は、タップ

して選択した後、画面下の 

［ＯＫ］ボタンをタップします。 
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(4) 撮影した書類の向きや画像の状態を確認します。 

＜Android端末（タブレットの画面）＞     ＜iPhone・iPad（iPhoneの画面）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①正しく撮影できていない場合 

［再撮影］ボタンをタップし、再撮影を行います。 

②正しく撮影できている場合 

画面の下部にある次の項目を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)書類の受領区分 

a.「受領した書類」を選択した場合 

「書類のサイズ」は、任意入力となります。「書類のサイズ」を入力した場合は、

ＴＫＣデータセンターに保存される画像の容量を小さくできます。 

b.「他の社員が受領した書類」を選択した場合 

「書類のサイズ」は、必須入力となります。 

※ 書類の受領者等がスキャンする場合、日本産業規格Ａ列四番以下の書類について

は、書類の大きさに関する情報の保存を省略できます（電子帳簿保存法施行規

則第２条第６項第２号ハ）。そのため、撮影する書類が「直接受領した書類か」、

「他の社員が受領した書類か」を選択するようにしています。 
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2)書類のサイズ 

a.「書類の種類」の登録時に「レジペーパーに該当」にチェックが付されている場

合 

 

 

 

 

 

 

※１ レシートの横幅のサイズは、３種類あります。そのため、横幅については、

入力せず、選択できるようにしています。 

※２ レジスターで印刷された横向きの領収書を撮影する場合は、縦のレシート

とは別に「書類の種類」を登録してください。当登録の際、「レジペーパ

ー」のチェックを付けずに登録してください。 

b.「書類の種類」の登録時に「レジペーパーに該当」にチェックが付されていない

場合 

 

 

 

 

 

 

※ 縦様式のＡ４は、横の長さ（幅）と縦の長さ（高さ）の入力を省略できるよ

うにしています。横様式のＡ４とそれ以外の書類については、横の長さ（幅）

と縦の長さ（高さ）を入力してください。 
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(5) 上記(4)の画面で［ＯＫ］ボタンをタップすると、保存前の最終確認を行う画面に移動

します。 

①撮影した書類のサイズを修正する場合は、［サイズ修正］ボタンをタップします。 

②２ページ目以降を撮影する場合は、画面下部の［同一書類の次頁を撮影］ボタンをタ

ップし、上記(3)からの操作を行います。 

【一枚ものの書類を撮影した場合の画面】 

＜Android端末（タブレットの画面）＞     ＜iPhone・iPad（iPhoneの画面）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【複数ページの書類を撮影した場合の画面】 

＜Android端末（タブレットの画面）＞     ＜iPhone・iPad（iPhoneの画面）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 上記(5)の画面で［保存］ボタンをタップすると、下記の画面に遷移します。 

ＯＣＲ機能で取引内容を読み取る書類の場合は、下記の画面で確認・補正します。ま
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た、証憑番号を事業年度ごとに付番する場合は、[証憑番号付番]ボタンを押します。 

＜Android端末（タブレットの画面）＞     ＜iPhone・iPad（iPhoneの画面）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 連続して書類を撮影する場合は、画面右上の［戻る］ボタンをタップし、上記(1)の操

作から始めます。  
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４．メインメニュー 
パソコンで証憑保存機能を起動した場合と同じ操作が行えます。なお、「差替え」と

「削除」は、書類の詳細表示で行います。なお、スマートデバイス用のアプリ以外でス

キャンした書類も閲覧できます。 

＜Android端末（タブレットの画面）＞     ＜iPhone・iPad（iPhoneの画面）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜パソコン版と操作が異なる部分＞ 

 

 

 

 

  

[検索]ボタンをタップすると 

詳細検索の画面が開きます。 

[表示設定]ボタンをタップすると 

並び順や表示件数を変更できます。 
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５．詳細表示 
メインメニューの画像をタップするとタップした書類の詳細を確認できます。 

＜Android端末（タブレットの画面）＞     ＜iPhone・iPad（iPhoneの画面）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜パソコン版と操作が異なる部分＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

このボタンをタップすると次の 

ボタンが表示されます。 

・［差替え(スキャン)］ボタン(※) 

・［削除］ボタン 

・［高解像度（原本）］ボタン 

※ 電子取引データに該当する書類については、

書類の差し替えはできません。 

 

［取引内容の編集］ボタンをタップすると 

「取引内容」が表示され、修正等が行えます。 
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Ⅷ 資料 

１．パソコンの動作環境 
ＯＳ • Windows 11 Enterprise  

• Windows 11 Pro  

• Windows 11 Home  

• Windows 10 Enterprise  

• Windows 10 Pro  

• Windows 10 Home  

• MacOS (最新バージョンを含めた３世代) (※1)(※2) 

ＣＰＵ 2GHz以上 

メモリ 4GB以上 

ディスプレイ •サイズ:1024×768 以上 

•カラー:RGB256諧調相当以上 

プリンタ • 解像度:200dpi以上 

• カラー:RGB256諧調相当以上 

• レジペーパーを印刷する際、最小用紙サイズまで拡大して印

刷できること 

• 想定する最大サイズについて、明瞭さを保ったままページ全

体を一枚の紙に分割せず印刷できること 

ハードディスク 1GB以上 

ウェブブラウザ • Microsoft Edge  

• Google Chrome 

通信環境 ブロードバンド環境を推奨 

ＯＳの言語設定 日本語版 Windowsのみ対応しています。 

英語版の Multilingual User Interfaceによる日本語環境は対

象外です。 

※1 ＦＸクラウドシリーズ利用時のみ、MacOSで利用できます。 

※2 MacOSの場合、「登録(スキャン)」「差替え(スキャン)」「ＴＫＣ証憑保存ツール」機能

は使用できません。 

※3 電子帳簿保存法の要件に則り、スキャナ保存、電子取引データの保存を実施するため

に、以下の点にご留意ください。 

(1) 速やかな検索及び出力(画面・書面)ができるよう、上記の内容に則った動作環境を整備

してください。 

(2) 電子計算処理に係る事務手続きを明らかにした書類及び電磁的記録の備付け及び保存に

関する事務手続きを明らかにした書類を整備してください。 

※4 仮想化環境でのシステムの動作は保証いたしません。また、仮想化環境に起因する問

題は、サポート対象外とさせていただきます。 
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２．Ｗｅｂブラウザごとのご注意事項 
(1) 「Google Chrome」をご利用の場合 

「Google Chrome」をご利用の場合、次のメッセージが表示される場合があります。こ

のメッセージが表示された場合は、「このようなリンクの設定をすべて保存する」にチ

ェックを付けた後、[アプリケーションの起動]ボタンを押してください。 
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(2) 「Microsoft Edge」をご利用の場合 

「Microsoft Edge」をご利用の場合、起動時に、次のメッセージが表示される場合が

あります。メッセージが表示された場合は、「常にアクセスを許可する」にチェックを

付けた後、[許可]ボタンを押してください。 
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３．スマートデバイス用のアプリの動作環境 
(1) Android端末 

①ＯＳバージョンが5.0以上の機種 

②388万画素以上の出力が可能なカメラ機能を搭載している機種 

 （カメラにオートフォーカス機能を搭載している機種） 

※ Goエディションなどローエンドデバイス向けのAndroidが搭載されている端末やウェブ

で販売しているノーブランド製品には、スマートデバイス用のアプリが登録できない場

合や正常にご利用できない場合があります。 

(2) iPhone、iPad 

①iOS9.0以降の機種 

②388万画素以上の出力が可能なカメラ機能を搭載している機種 

 （カメラにオートフォーカス機能を搭載している機種） 

※ ただし、iPad2には対応していません。 

(3) スマートデバイス用のアプリは、次の機能にアクセスする場合があります。 

①カメラ 

②ストレージ 

③連絡先 

※ 当アプリでは、端末に保存されている連絡先に関する情報へのアクセスや変更等は行

いません。 
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４．ＴＫＣ標準のＯＣＲ読み取り機能の利用時のご注意 
(1) 読み取り対象となる文字等が認識されない場合 

読み取り対象の文字等が次の項目に該当するような場合は、文字等が認識されない場

合があります。なお、手書きの文字等の読み取りは行えません。 

① ＯＣＲの読み取りを行う書類を検討する際の確認事項 

□ 斜めの罫線で囲われている。 

□ 点線などで囲われている。 

□ 文字色が背景色の色に近い。 

□ 背景に模様がある。 

□ 紙質が薄く裏面の文字が透け、読み取ろうとしている文字等に重なっている。 

□ 文字間隔が狭い。 

□ 上又は下の文字が近い。 

□ 特殊な文字が使われている。 

□ 読み取り対象の文字等の大きさとその文字等の左右の文字の大きさが異なっている。 

② 書類をスキャンする前の確認事項 

□ ボールペンなどでチェックが付いている。 

□ マーカーなどが引かれている。 

□ 社判や確認印が押されている。 

□ 読み取り対象の文字等の近くに書類などが貼り付けられている。 

□ 1枚の画像に複数のレシートが含まれているもの 

□ スキャンする書類の文字等の印字が悪い。 

□ 読み取り対象の文字等にしわや折り目が付いている。 

③ 書類をスキャンした後の画像の確認事項 

□ スキャン時に読み取り対象の文字等が潰れている。 

□ スキャンした画像が斜めになっている。 

□ スキャン時に読み取り対象の文字等の上にほこりなどが映り込んでいる。 

※ 罫線に囲われていて、囲っている罫線にほこりなどが映り込んでいる場合も含みま

す。 

(2) 英字の誤読について 

「半角英字のみ」又は「半角英数混在」の文字等をＯＣＲで読み取ると「Sが8や3な

ど」で誤読する可能性があります。そのため、一度に大量にスキャンし、一枚一枚ＯＣ

Ｒで読み取った文字等を確認することが困難な書類の場合は、「半角数字のみ」の文字

等を読み取り対象としていただきますようお願いいたします。 
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５．「領収書等ＡＩ読取りオプション」利用時のご注意 
(1) 「領収書等ＡＩ読取りオプション」とは 

①人工知能(ＡＩ)を用いて、領収書や請求書に記載されている内容を、高い精度で読み

取る（ＡＩ読み取りする）ことができるオプションシステムです。 

②領収書に手書きで記載された日付や取引金額、あるいはレシートに印字された税率別

の取引金額や消費税額等も、読み取り対象としてＡＩ読み取りできます。 

(2) ＡＩ読み取りの対象となる書類 

取引内容をＯＣＲ読み取りする「書類の種類」に対して「ＡＩ読取り」が行われます。 

※1 「領収書等ＡＩ読取りオプション」は、領収書、請求書を想定してＡＩ読み取り

を実施します。領収書、請求書以外は取引内容のＯＣＲ読み取りをしない「書類

の種類」としてください。 

※2 領収書、請求書以外の書類でも、ＡＩ読み取りすると「領収書等ＡＩ読取りオプ

ションの読取り枚数」としてカウントされます。 

(3) ＡＩ読み取りの流れ 

1)ファイル読込した後、「未読取り」のアイコンとともに画面に表示されます。 

2)[ＡＩ読取り]ボタンをクリックすると、「未読取り」の各書類の１ページ目がＡＩ読

み取りされます。 

(4) ＡＩ読み取りするタイミングの変更 

標準の読み取り機能と同様、自動でＡＩ読み取りを行う場合は、「ＡＩ読取りのタイ

ミング」を「自動」へ変更します。 

(5) 標準のＯＣＲ読み取りと「領収書等ＡＩ読取りオプション」のＡＩ読み取りの相違は

次のとおりです（○：読み取り対象）。 

行 記録項目 標準の 

ＯＣＲ読み取り(※1) 

「領収書等ＡＩ読取りオ

プション」のＡＩ読み取

り(※1) 

1 取引年月日 ○ ○ 

2 電話番号 

○：ＴＫＣ独自のデータ

ベースから電話番号によ

り、取引先名（店名）を

検索しています。(※2) 

○(※3) 

3 事業者登録番号 

〇：国税庁の公表サイト

から事業者登録番号によ

り、氏名又は名称（又は

主たる屋号）を検索して

います。 

〇 

3 取引先名 

〇：電話番号と事業者登

録番号から検索した結果

を初期表示します。 

○ 

4 取引金額 ○ ○ 

5 消費税等 ○ ○ 

6 
税率別の取引金額、

消費税等、元帳摘要 
× ○ 

7 品名 ○ × 
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※1 ＯＣＲ読取り対象となるページは、次のとおりです。 

行 書類の保存方法 標準の 

ＯＣＲ読取り 

「領収書等ＡＩ読取りオ

プション」のＡＩ読取り 

1 スキャナ保存の要件

を満たして保存 

すべてのページ(登録(ス

キャン)) 

１ページのみ(登録(ﾌｧｲﾙ

読込)) 

１ページ目のみ 

2 電子取引データの要

件を満たして保存 

１ページ目のみ １ページ目のみ 

※2 「記録項目の選択」で「電話番号」を選択せず、「取引先名」を選択し、当チェッ

クを付けた場合は、電話番号は各書類に保存されません。しかしながら、当機能

により電話番号を読み取り、取引先名（店名）を検索し、「取引先名」欄への初期

表示は行います。 

※3 メニュー「書類の種類」で「請求書の宛名を取引先名としてＯＣＲ読取りする(自

社発行の請求書の控え)」にチェックを付けた場合、請求書の宛名にある電話番号

は読み取り対象外となります。電話番号の入力が不要な場合は、メニュー「記録

項目の選択」で、当該書類の種類に紐づく書類の分類の「電話番号」欄のチェッ

クを外して読み取りを行ってください。 

(6) 標準のＯＣＲ読取り機能との併用について 

  「領収書等ＡＩ読取りオプション」のＡＩ読取り機能と標準のＯＣＲ読取り機能は併

用して使用することはできません。 

(7) ＯＣＲ読み取り可能な領収書等は次のとおりです。 

□ 日本国内のレシート、領収書 

□ 縦型横書きレジ印字レシート 

□ 横型横書きレジ印字レシート 

□ 横書き手書き領収書 

□ 色：グレースケール・カラー 
□ 傾きが±4 度以内であるもの（回転していないもの） 

(8) 次の領収書等はＯＣＲ読み取りの精度が著しく低下する可能性があります。 

□ 著しく汚れているもの 

□ 手書き文字などが印字と重なった領域に記入されているもの 

□ レシートの外形が背景と同色で区切りの判別ができないもの 

□ 1枚の画像に複数のレシートが含まれているもの 

□ 画像の中にレシート以外の物体などが写っているもの 

□ 縦横比が5:1 以上の比率で縦又は横に長いもの 

□ 四角形でないもの 

□ A4 サイズを超えるもの 

□ 文字が十分に鮮明でないもの 

□ 歪み、折れがあるもの 

※ カタカナの認識精度は他の文字に比べ低くなる傾向があります。 
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６．取引内容をＣＳＶファイルで読み込むための設定 
取引内容をＣＳＶファイルで読み込むためには、読み込む前に、あらかじめ下記の２

つの方法で、書類に対し管理番号が登録されている必要があります。 

(1) ＯＣＲ読み取りにより管理番号を登録する方法 

当マニュアルの「システム設定」－「書類の種類」から「ＯＣＲ設定（管理番号用）」

の説明に従い、管理番号のＯＣＲ読み取り設定を実施します。 

当設定は、必ず画像をスキャン等する前に行ってください。 

(2) スキャン後に管理番号を手入力する方法 

当マニュアルの「証憑の登録」－「登録（スキャン）」の［管理番号入力］ボタンの

説明に従い、管理番号を入力します。 

＜ 各記録項目のデータ型 ＞ 

「取引内容の読込み」メニューでは、「CSV UTF-8(コンマ区切り)」形式のＣＳＶファ

イルは読み込めません。読み込むＣＳＶファイルは「Shift_JIS」形式としてください

ますようお願いします。 
(1) 連携システムコード 

半角英数４文字まで（小文字不可） 

(2) 管理番号(省略不可) 

半角英数３０文字まで 

(3) 取引年月日 

メニュー「連携システム」で選択されたデータ型 

(4) 電話番号 

整数と半角の｢-｣で２０桁まで 

(5) 事業者登録番号 

  「T」＋半角数字１３桁 

(6) 取引先名 

全半角６０文字まで 

(7) 取引金額 

整数１１桁まで（マイナスも含む） 

(8) 消費税等 

整数１１桁まで（マイナスも含む） 

(9) 10％対象金額(税込み)(※1) 

整数１１桁まで(マイナスも含む) 

(10)(内、消費税等 10％)(※2) 

整数１１桁まで(マイナスも含む) 

(11)10％対象元帳摘要 

  全半角２０文字まで 

(12)軽8％対象金額(税込み)(※1) 

整数１１桁まで(マイナスも含む) 

(13)(内、消費税等 軽8％)(※2) 

整数１１桁まで(マイナスも含む) 

(14)軽8％対象元帳摘要 

  全半角２０文字まで 

(15)8％対象金額(税込み)(※1) 

整数１１桁まで(マイナスも含む) 

(16)(内、消費税等 8％)(※2) 

整数１１桁まで(マイナスも含む) 

(17)8％対象元帳摘要 
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  全半角２０文字まで 

(18)非課税対象金額(※1) 

整数１１桁まで(マイナスも含む) 

(19)非課税対象元帳摘要 

  全半角２０文字まで 

(20)品名 

全半角１２００文字まで 

(21)登録した記録項目 

（設定画面の記録項目の並びは、記録項目の登録時に設定された表示順に基づき表示

されます） 

①データ型が「コード」の場合 

半角英数３０文字まで（小文字不可） 

②データ型が「文字」の場合 

全半角６０文字まで 

③データ型が「数値」の場合 

整数１１桁、小数点以下第４位まで 

④データ型が「年月日」の場合 

メニュー「連携システム」で選択されたデータ型(※3) 

⑤データ型が「年月日（期間）」の場合 

メニュー「連携システム」で選択されたデータ型(※3) 

（期間の開始年月日と期間の終了年月日は、別の列を指定してください。なお、期

間の開始年月日と期間の終了年月日は、片方の項目を省略して読み込みできませ

ん。） 

⑥データ型が「年月」の場合 

メニュー「連携システム」で選択されたデータ型（※4） 

⑦データ型が「年月（期間）」の場合 

メニュー「連携システム」で選択されたデータ型(※4) 

（期間の開始年月日と期間の終了年月日は、別の列を指定してください。なお、期

間の開始年月日と期間の終了年月日は、片方の項目を省略して読み込みできませ

ん。） 

⑧データ型が「チェックボックス」の場合 

1)チェックなし：整数の｢0｣ 

2)チェックあり：整数の｢1｣ 

 

※1 税率別の対象金額等を使用する場合は「取引金額」と「10％対象金額(税込み)」 

「軽8％対象金額(税込み)」「8％対象金額(税込み)」「非課税対象金額」の合計金額

が一致していないＣＳＶファイルは読み込むことができません。ファイル内の金額

を一致させたうえで、読み込み処理を行ってください。 

※2 税率別の消費税額等を使用する場合は「消費税等」と「(内、消費税等 10％)」 

「(内、消費税等 軽8％)」「(内、消費税等 8％)」の合計金額が一致していないＣＳ

Ｖファイルは読み込むことができません。ファイル内の金額を一致させたうえで、

読み込み処理を行ってください。 

※3 選択できるデータ型は次のとおりです。 

①YYYYMMDD（例：20170401、20171231） 

②YYYY/MM/DD（例：2017/04/01、2017/12/31） 

③YYYY MM DD（例：2017 04 01、2017 12 31） 

④YY MM D（例：17 4 1、17 12 31） 
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※4 選択できるデータ型は次のとおりです。 

①YYYYMM （例：201704、201712） 

②YYYY/MM（例：2017/04、2017/12） 

③YYYY MM（例：2017 04、2017 12） 

④YY MM  （例：17 4、17 12） 
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７．ＣＳＶ読込みレイアウト 
「CSV UTF-8(コンマ区切り)」形式のＣＳＶファイルは読み込めません。読み込むＣＳ

Ｖファイルは「Shift_JIS」形式としてくださいますようお願いします。 
(1) 書類の分類 

行 CSV 列 項目名 ﾃﾞｰﾀ形式 キー 備考 

１ Ａ列 書類の分類コード 半角英数大文字４文

字以内 
○ 

 

２ Ｂ列 書類の分類名 全半角１５文字以内  省略不可 

３ Ｃ列 区分 1：売上関係の書類 

2：仕入・経費関係の

書類 

3：その他の書類 

 省略不可 

①一度に読み込める上限は１００件までです。１０１件以上ある場合はファイルを分割

して読み込んでください。 

(2) 書類の種類 

行 CSV 列 項目名 ﾃﾞｰﾀ形式 キー 備考 

１ Ａ列 書類の種類コード 半角英数大文字４文

字以内 
○ 

 

２ Ｂ列 書類の種類名 全半角３０文字以内  省略不可 

３ Ｃ列 レジペーパーに該当 0：該当しない 

1：該当する 

  

４ Ｄ列 書類の分類コード 半角英数大文字４文

字以内 

 ①メニュー「書類

の分類」に登録

されているコー

ド 

②省略不可 

５ Ｅ列 書類の保存方法 0：電子取引データ 

1：スキャナ保存 

 ①省略不可 

②変更しようとし

ている「書類の

種類」で既に書

類が保存されて

いる場合は変更

できません。上

書き前と同じ値

をセットしてく

ださい。 

６ Ｆ列 管理番号のＯＣＲ読

取り 

0：読取りしない 

1：読取りする 

  

７ Ｇ列 取引内容のＯＣＲ読

取り 

0：読取りしない 

1：読取りする 

  

８ Ｈ列 請求書の宛名のＯＣ

Ｒ読取り 

0：読取りしない 

1：読取りする 

 ①取引内容のＯＣ

Ｒ読取りを「0」

とし、当項目を

「1」とした場合

はエラーとしま

す。 

②「領収書等ＡＩ
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読取りオプショ

ン」を契約して

いない場合は常

に「0」で更新し

ます。 

９ Ｉ列 連携システムコード 半角英数４文字以内  ①メニュー「連携

システム」で登

録したコード 

②管理番号を使用

しない書類の種

類にセットした

場合はエラーと

します。 

10 Ｊ列 ＴＫＣの会計ソフト

の「仕訳後スキャン

方式」や「仕訳への

証憑貼付」で利用す

る 

0：利用しない 

1：利用する 

  

11 Ｋ列 ScanSnap Cloudとの連

携 

0：連携しない 

1：連携する 

 最後に「1」として

更新した「書類の

種類」のみ「1」と

なり、それ以外は

「0」となります。 

12 Ｌ列 保存された書類は承

認を要する 

0：要しない 

1：要する 

  

13 Ｍ列 承認経路コード 半角英数４文字以内  メニュー「承認経

路」に登録され

ているコード 

①一度に読み込める上限は１００件までです。１０１件以上ある場合はファイルを分割

して読み込んでください。 

②省略不可の項目以外で、未入力の項目がある場合は「0」で更新します。 

(3) ユーザ情報 

行 CSV 列 項目名 ﾃﾞｰﾀ形式 キー 備考 

１ Ａ列 ユーザＩＤ 全角半角英数字４０

文字以内 
○ 

 

２ Ｂ列 パスワード メニュー「セキュリ

ティポリシー」のパ

スワードに関するポ

リシーの設定どおり 

  

３ Ｃ列 メールアドレス 半角英数字   

４ Ｄ列 パスワードの無期限

設定 

0:無期限にしない 

1:無期限にする 

  

５ Ｅ列 業務分類 半角英数大文字４文

字以内 

 メニュー「業務分

類」に登録されて

いるコード 

６ Ｆ列 メニュー権限 半角英数大文字４文

字以内 

 メニュー「メニュ

ー権限」に登録さ

れているコード 
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７ Ｇ列 備考 全半角６０文字以内   

８ Ｈ列 スマートデバイス 0:利用しない 

1:利用する 
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８．ScanSnapの設定について 
(1) 動作保証をしている機種 

「スキャン機能」の［スキャン］ボタンから起動できるScanSnapは、次の機種として

います。それ以外の機種については、スキャン機能を利用せずに、書類をスキャンした

後、［ファイル読込］ボタンでファイルを読み込んでください。 

①ＳＶ６００ 

②ｉＸ５００ 

③ｉＸ１００ 

④ｉＸ１５００ 

⑤ｉＸ１６００ 

⑥ｉＸ１３００ 

⑦Ｓ１３００ｉ 

⑧Ｓ１１００ 

⑨Ｉｍａｇｅ Ｓｃａｎｎｅｒ ｆｉ-７１６０ 

⑩Ｉｍａｇｅ Ｓｃａｎｎｅｒ ｆｉ-８００Ｒ 

(2) ScanSnap Managerの設定 

①設定を行うにあたって 

1)ScanSnap Managerのバージョンが「V6.3L30」以降であるかご確認ください。当バー

ジョン前である場合は、最新のバージョンにバージョンアップしてください。 

2)ScanSnapのドライバをインストールした場合は、パソコンを再起動しないと［スキ

ャン］ボタンでScanSnapが起動しません。ついては、ドライバのインストール後、

必ずパソコンを再起動してください。 

3)次の②から④の設定を行う前に、メニュー「売上関係の書類－イメージデータの保

存（メール添付ファイル等）」の[登録（スキャン）]ボタンをクリックし、「書類の

一覧」画面で[キャンセル]ボタンを押してください。これにより、ScanSnap 

Managerのアプリケーションの選択で「証憑保存」が認識されます。 

 
 

［登録（スキャン）］ボタンをクリックした後、

表示される「書類の種類選択」画面で［キャンセ

ル］ボタンを押してください。 
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②ScanSnapのメッセージを非表示とする設定（ScanSnap Manager） 

スキャンする際に、ScanSnapの次の確認画面を非表示にする場合は、1)以降の設定

を実施してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の操作を行わないと「証憑保存」が

表示されません。 
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1)タスクトレイに表示されている「ScanSnap Manager」のアイコンを右クリックし、

「e-文書モードの設定」を開いてください。 
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2)「e-文書モードの設定」の「クイックメニューを使用する」のチェックが付いてい

る場合は、チェックを外してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)「アプリ選択」画面の「アプリケーションの選択」で「証憑保存」を選択してくだ

さい。 
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4)「読み取りモード」画面の「継続読み取りを有効にします」のチェックを外し、

［適用］ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)「アプリ選択」画面に戻り、「アプリケーションの選択」を当初の選択に戻してく

ださい。 
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③iX500、S1300iをご利用の場合（両面をスキャンできる機種）（ScanSnap Manager） 

事前に次の設定内容を確認してください。 

1)タスクトレイに表示されている「ScanSnap Manager」のアイコンを右クリックし、

「e-文書モードの設定」を開いてください。 

 

 

 

2)「e-文書モードの設定」の「クイックメニューを使用する」のチェックが付いてい

る場合は、チェックを外してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)「アプリ選択」画面の「アプリケーションの選択」で「証憑保存」を選択してくだ
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さい。 

 
4)「読み取りモード」画面の「白紙ページを自動的に削除します」にチェックが付さ

れているかを確認してください。当項目にチェックが付されていない場合は、チェ

ックを付し［適用］ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)「アプリ選択」画面に戻り、「アプリケーションの選択」を当初の選択に戻してく

ださい。 

※ 当設定を行っても白紙がスキャンされる場合があります。 

④証憑を貼り付けた書類をスキャンする場合（ScanSnap Manager） 
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証憑を貼り付けた書類を「スキャン機能」でスキャンすると「重なりが検出されま

した。」といったメッセージが表示される場合があります。当メッセージを表示させ

ないようにするには、次の設定を行ってください。 

1)タスクトレイに表示されている「ScanSnap Manager」のアイコンを右クリックし、

「e-文書モードの設定」を開いてください。 

 

 

 

2)「e-文書モードの設定」の「クイックメニューを使用する」のチェックが付いてい

る場合は、チェックを外してください。 
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3)「アプリ選択」画面の「アプリケーションの選択」で「証憑保存」を選択してくだ

さい。 

 
 

4)「原稿」画面の「マルチフィード検出」で「しない」を選択し、「適用」ボタンを

押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)「アプリ選択」画面に戻り、「アプリケーションの選択」を当初の選択に戻してく

ださい。 
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(3) ScanSnap Homeの設定 

①設定を行うにあたって 

1)株式会社リコーのホームページ(https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/dl/)から

ScanSnap Homeをパソコンにインストールしてください。 

2)ScanSnap Homeをインストール後、パソコンを再起動しないと［スキャン］ボタンで

ScanSnapが起動しません。つきましては、ScanSnap Homeのインストール後、必ずパ

ソコンを再起動してください。 

3)システム設定を行った後、「売上関係の書類－イメージデータの保存（メール添付

ファイル等）」の［登録（スキャン）］ボタンをクリックし、「書類の一覧」画面で

［キャンセル］ボタンを押してください。これにより、ScanSnap Homeに「証憑保存」

が認識されます。 

 
②初期設定 

1)ScanSnap Homeを起動し、「設定」－「スキャンの設定」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［登録（スキャン）］ボタンをクリックした後、

表示される「書類の種類選択」画面で［キャンセ

ル］ボタンを押してください。 

スキャン設定を選択します。 

https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/dl/


149 

 

2)表示される次の画面で、画面右上のアイコンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)表示される次の画面の一覧から「証憑保存」を選択し、［詳細設定］ボタンを押し

ます。 

 

アイコンを押します。 

②詳細設定ボタンを押します。 

①「証憑保存」を選択します。 
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4)表示される次の画面で、「スキャン」タブを選択し、「白紙ページを自動的に削除し

ます」にチェックが付いていることを確認します。なお、チェックが外れている場

合は、チェックを付け、［ＯＫ］ボタンを押します。 

※ 当設定を行っても白紙がスキャンされる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①スキャンタブを選択します。 

②チェックが付されている 

ことを確認します。 

③ＯＫボタンを押します。 
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5)［追加］ボタンを押します。 

 
 

  

追加ボタンを押します。 
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6)「証憑保存」のタブが追加されたことを確認します。以上で初期設定は終了です。 

 
 

③ScanSnapのメッセージを非表示とする設定 

1)「証憑保存」でスキャンする際に、ScanSnapの次の確認画面を非表示にする場合は、

次の2)に従って設定を変更してください。 
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2)ScanSnap Homeを起動し、上記②1)の操作により、次の画面を開き、「証憑保存」の

タブを選択し、画面右上のアイコンを押します。 

 
 

3)次の設定画面を開き、「フィード」欄で「通常スキャン」を選択し、［保存］ボタン

を押します。 

 

①「証憑保存」のタブが開

かれていることを確認し

ます。 

②「通常スキャン」を 

選択します。 

③保存ボタンを押します。 

①「証憑保存」のタブを選択し

ます。 

②アイコンを押します。 
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④証憑を貼り付けた書類をスキャンする場合 

証憑を貼り付けた書類を「スキャン機能」でスキャンすると「重なりが検出されまし

た。」といったメッセージが表示される場合があります。当メッセージを表示させない

ようにするには、次の設定を行ってください。 

1)ScanSnap Homeを起動し、上記②1)の操作により、次の画面を開き、「証憑保存」の

タブを選択し、画面右上のアイコンを押します。 

 
  

①「証憑保存」のタブを選択し

ます。 

②アイコンを押します。 
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2)次の設定画面を開き、「フィード」欄の［オプション］ボタンを押します。 

 
 

3)表示される次の画面の「マルチフィード検出」欄で「しない」を選択し、［ＯＫ］

ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)上記2)の画面に戻り、［保存］ボタンを押します。 

  

①「しない」を 

選択します。 

①「証憑保存」のタブが開

かれていることを確認

します。 

②ＯＫボタンを 

押します。 

②オプションボタン 

を押します。 
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９．ScanSnap Cloudの設定について 
(1) ScanSnap Cloudについて 

ScanSnap Cloudは、ScanSnap(iX100、iX500、iX1500、iX1600、iX1300)でスキャンし

た画像をＰＦＵ社が用意したクラウドサービスに一時保存するサービスです。 

＜ScanSnap Cloud紹介サイト＞ 

https://www.pfu.ricoh.com/imaging/scansnap-cloud/system.html 

(2) ScanSnap Cloudとの連携について 

①ScanSnap Cloudで保存された画像はＰＦＵ社のクラウドサービスを経由して保存され

ます。保存する際は、タイムスタンプを付与した上で保存します。 

②ScanSnap Cloudに保存された画像が連携される際に、自動でＯＣＲ読み取りが行われ

ます。「領収書等ＡＩ読取りオプション」をご利用の場合も、同様にこのタイミング

で自動的にＡＩ読み取りが行われます(ただし、読取対象となるのは各書類の１ペー

ジ目です)。 

※ ＯＣＲの読み取り結果(ＡＩ読み取り結果)については、「証憑閲覧」画面から確認

してください。 

(3) 証憑保存機能の設定 

①「書類の種類」の設定 

システム設定の「書類の種類」でScanSnap Cloudから保存する書類を選択します。 

 

① 

② 
①、②にチェックが付いてる、

③にチェックが付いていない場

合のみ選択できます。 

なお、当チェックが行える書類

の種類は、一つのみです。 

③ 

https://www.pfu.ricoh.com/imaging/scansnap-cloud/system.html
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②「ユーザ」の登録 

システム設定の「ユーザ」でScanSnap Cloudを利用するユーザを登録します。 

※ ScanSnap Cloudは１台のScanSnap(iX100、iX500、iX1500、iX1600、iX1300)で複数

人の使用ができません。 

(4) ScanSnap Cloudの利用開始手順について 

①ScanSnap Managerを利用している場合 

1)株式会社ＰＦＵのホームページからScanSnap Cloudの設定を行います。 

＜株式会社ＰＦＵのホームページ＞ 

https://www.pfu.ricoh.com/imaging/scansnap-cloud/system.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

クリック 

https://www.pfu.ricoh.com/imaging/scansnap-cloud/system.html
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※ ScanSnap Cloudの設定は「Windows版」で行ってください。 

 
 

2)次の画面で［初めて利用する］ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリック 
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3)ScanSnap Cloudのアカウント作成 

次の画面で設定するScanSnap Cloudのアカウント名、パスワードは、証憑保存機

能と同じ内容とする必要はありません。後の設定で、ScanSnap Cloudと証憑保存機

能の連携を行うユーザＩＤとパスワードの登録を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ScanSnap Cloud で

使用するアカウン

トとパスワードを

登録します。 

 



160 

 

4)ScanSnap Cloud設定 

a.「振り分けずに同じ場所へ保存する」を選択し、［サービスを選択］ボタンを押

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.［サービスを選択］ボタンを押すとScanSnap Cloudと連携するシステムが一覧で

表示されますので、「ＴＫＣ」を選択します。 
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c.上記の画面で［選択する］ボタンを押すと次の画面が表示されます。 

 
d.上記の画面で、ご利用のシステムに従いボタンを押します。 

 ※ボタン押下後、クライアント証明書の選択ダイアログが表示された場合、ご利用

の会社の証明書をクリックし、[ＯＫ]ボタンを押します。 

 

e.次の画面が表示されますので、証憑保存機能で登録済みのユーザＩＤの中から

ScanSnap Cloudを利用するユーザＩＤとパスワードを入力し、[入力終了]ボタン

を押します。 

※ScanSnap Cloudにより保存された画像を証憑保存機能で確認する際、その画像の

登録者は、当画面で入力したユーザＩＤになります。 
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f.次の画面が表示されますので、［許可する］ボタンを押します。 
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②ScanSnap Homeを利用している場合 

1)ScanSnap Homeを起動し、「設定」－「環境設定」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)表示される次の画面の左の「アカウント」を選択し、ScanSnapアカウントでサイン

インします。サインイン後「ＯＫ」ボタンを押し、環境設定画面を閉じます。 

※ Scansnapアカウントが未登録の場合は「アカウント未登録の場合はこちら」とい

うリンクからScanSnapアカウントを登録します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境設定を選択します。 

①「アカウント」を 

選択します。 
②サインインします。 

③ＯＫボタンを 

押します。 
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3)ScanSnap Homeのトップ画面で「設定」－「スキャンの設定」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)次の画面で、「ScanSnap Cloudに送る」タブを選択し、画面右上のアイコンを押しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スキャン設定を選択します。 

①「ScanSnap 

Cloudに送る」

を選択します。 

②アイコンを押します。 
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5)次の画面の「原稿種判別」欄で「文書/名刺/レシート/写真を判別せず、同じ設定

で読み取ります」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)「スキャン設定」のサービス名の右にある［選択］ボタンを押すと表示される「保

存先」のサービスから「ＴＫＣ」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①選択ボタンを

押します。 

①｢ScanSnap Cloudに送る｣

タブが開かれていること

を確認します。 

②｢文書/名刺/レシート/写真を判別せず、 

同じ設定で読み取ります｣を選択します。 

②ＴＫＣを選択します。 
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7)上記6)の画面で、「ＴＫＣ」を選択すると、次の画面が表示されます。ご利用のシ

ステムに従いボタンを押します。 

※ボタン押下後、クライアント証明書の選択ダイアログが表示された場合、ご利用の

会社の証明書をクリックし、[ＯＫ]ボタンを押します。 

 
8)次の画面が表示されますので、証憑保存機能のユーザＩＤ、パスワードを入力し、

［入力終了］ボタンを押します。 
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9)次の画面が表示されますので、［許可する］ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)「データを確認してクラウドサービスに保存する」にチェックが入っている場合

はチェックを外し、「保存」ボタンをクリックします。以上で、ScanSnap Cloudの設

定は終了です。 

 
  

①チェックがある場合は、 

チェックを外します。 

②［保存］ボタンを 

押します。 
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